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1 有害ごみ、乾電池等の出し方

　　 

収集車両や処理施設で火災の原因となる有害
なもの

※電池は両極にテープを貼って絶縁してください。

※電球（白熱電球、LED電球、
　グロー球、豆電球等）は小
　型破砕ごみに出してくだ
　さい。

1

令和６年４月１日から　①「有害ごみ」の収集が始まりました。
　　　　　　　　　　　②「乾電池等」で出せる種類が増えました。また、収集日が変わり（一部
　　　　　　　　　　　　　地域を除く）、毎月収集になりました。

※収集車両や処理施設での火災を防止するために、有害ごみの収集を開始しました。
　安全のために分別の徹底をお願いします。

①有害ごみ（毎月1回収集） ②乾電池等（毎月1回収集）

ごみ容器に直接入れる
ライターやスプレー缶は
中身を使い切って出す
（穴開け不要）

透明又は半透明の袋に入れて出
す。専用容器を用意しているご
みステーションは容器に入れて
出す（資源ごみ用等の空いてい
る容器を使用していただいても
構いません）。

蛍光管は購入時の箱に入れる等
割れないようにして出す。

鳥取市ではこんな火災が起きています！
　令和元年以降、家庭ごみの処理施設でリチウムイオン電池が原因
と思われる大きな火災が２件、収集時のガスボンベが原因と思われ
る車両火災が２件起きています。
　不燃ごみを処理している鳥取県東部環境クリーンセンターでは、
稼働日の２～３日に１度の頻度で発火が確認されています。

※分別区分ごとに収集車両、収集時間が違いますので、有害ごみと乾電池等は分けて出してください。

モバイルバッテリー 電気シェーバー

ワイヤレスイヤホン

ハンディーファン

ライター スプレー缶・カセットボンベ類

【例】

電池一体型製品（電池が取り外せないもの）

電池類 蛍光管 水銀使用製品

電球型
蛍光管 水銀体温計直管 丸型

令和 3年 3月　車両火災の様子



2 まずは確認！ごみ出しのルール

ごみの出し方　６つのルール

① 午前８時までに決められた場所に出しましょう。
② 収集日以外にごみを出さないようにしましょう。
③ ごみはきちんと分別しましょう。
④ 生ごみは水切りをしましょう。
⑤ 可燃ごみ・プラスチックごみは指定袋に入れて出しましょう。
⑥ ごみを収集する人の安全を考えましょう。

ごみステーションの利用・管理についてのルール

①  決められたごみステーションを利用しましょう。他のごみステーションに出さないでください。
②  ごみや収集容器が散乱しないよう、地域で協力して使用・管理をしましょう。
③  収集後にごみが出されたり収集できないごみが出されることが無いよう、地域で協力しごみステ
 　 ーションの利用者全員がごみ出しのルールを守りましょう。
④  災害や大雪などで、ごみ出しやごみ収集が困難と思われる場合は、次回の収集日（安全にごみを出
　 せる日）に出すようにしましょう。

　有料指定袋は市内のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、小売店などで販売
しています（10枚１セット）。

家庭ごみ有料指定袋について

有料指定袋の購入方法

　「可燃ごみ」と「プラスチックごみ」は有料指定袋に入れ
て出してください。
　指定袋の価格には、ごみの処理費用の一部が含まれていま
す。袋の大きさによって価格差を設けており、ごみを減らすほ
ど負担が少なくなりますので、ごみの減量を心がけましょう。

※大きいごみの周りに指定袋を貼り付けてある場合、長いごみの両端からごみ袋２枚をかぶせてある場合、袋から大きいご
みが飛び出した状態で出されている場合は収集しません。指定袋の中にごみを収め、持ち手を結んで出してください。

※市のステーション収集ではない場合（集合住宅など収集業者と契約している場合）は、その契約内容に従って出してく
ださい。

種　類
サイズ 大（45L） 中（30L） 小（20L） 極小（10L）

可燃ごみ
（４種類）

プラスチックごみ
（３種類）

600円/1セット
（60円/1枚）

400円/1セット
（40円/1枚）

300円/1セット
（30円/1枚）

150円/1セット
（15円/1枚）

300円/1セット
（30円/1枚）

200円/1セット
（20円/1枚）

150円/1セット
（15円/1枚）

（1） ごみステーションの利用

【消費税込】
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 　 ーションの利用者全員がごみ出しのルールを守りましょう。
④  災害や大雪などで、ごみ出しやごみ収集が困難と思われる場合は、次回の収集日（安全にごみを出
　 せる日）に出すようにしましょう。

　有料指定袋は市内のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、小売店などで販売
しています（10枚１セット）。

家庭ごみ有料指定袋について

有料指定袋の購入方法

　「可燃ごみ」と「プラスチックごみ」は有料指定袋に入れ
て出してください。
　指定袋の価格には、ごみの処理費用の一部が含まれていま
す。袋の大きさによって価格差を設けており、ごみを減らすほ
ど負担が少なくなりますので、ごみの減量を心がけましょう。

※大きいごみの周りに指定袋を貼り付けてある場合、長いごみの両端からごみ袋２枚をかぶせてある場合、袋から大きいご
みが飛び出した状態で出されている場合は収集しません。指定袋の中にごみを収め、持ち手を結んで出してください。

※市のステーション収集ではない場合（集合住宅など収集業者と契約している場合）は、その契約内容に従って出してく
ださい。

種　類
サイズ 大（45L） 中（30L） 小（20L） 極小（10L）

可燃ごみ
（４種類）

プラスチックごみ
（３種類）

600円/1セット
（60円/1枚）

400円/1セット
（40円/1枚）

300円/1セット
（30円/1枚）

150円/1セット
（15円/1枚）

300円/1セット
（30円/1枚）

200円/1セット
（20円/1枚）

150円/1セット
（15円/1枚）

（1） ごみステーションの利用

【消費税込】

2 まずは確認！ごみ出しのルール

ごみの出し方　６つのルール

① 午前８時までに決められた場所に出しましょう。
② 収集日以外にごみを出さないようにしましょう。
③ ごみはきちんと分別しましょう。
④ 生ごみは水切りをしましょう。
⑤ 可燃ごみ・プラスチックごみは指定袋で出しましょう。
⑥ ごみを収集する人の安全も考えましょう。

ごみステーションの利用・管理についてのルール

①  決められたごみステーションを利用しましょう。他のごみステーションに出さないでください。
②  ごみや回収容器が散乱しないよう、地域で協力して使用・管理をしましょう。
③  収集後にごみが出されたり収集できないごみが出されることが無いよう、地域で協力しごみステ
 　 ーションの利用者全員がごみ出しのルールを守りましょう。
④  災害や大雪などで、ごみ出しやごみ収集が困難な場合は、次回の収集日（安全にごみを出せる日）
　 に出すようにしましょう。

　有料指定袋は市内のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、小売店などで10枚
１セットで販売しています。

家庭ごみ有料指定袋について

有料指定袋の購入方法

　「可燃ごみ」と「プラスチックごみ」は有料指定袋で出
してください。
　指定袋の価格には、ごみの処理費用の一部が含まれてい
ます。袋の大きさによって価格差を設け、ごみを減らすほど
負担が少なくなりますので、ごみの減量を心がけましょう。

※大きいごみの周りに指定袋を貼り付けて出すこと、長いごみの両端からごみ袋２枚をかぶせて出すこと、袋から大きいご
みが飛び出した状態で出すことはしてはいけません。指定袋の中にごみを収め、持ち手を結んで出してください。

※市のステーション収集ではない場合（集合住宅など収集業者と契約している場合）は、上記の指定袋ではなく透明な袋
で出すルールのところもあります。その場合は契約内容に従って出してください。

種　類
サイズ 大（45L） 中（30L） 小（20L） 極小（10L）

可燃ごみ
（４種類）

プラスチックごみ
（３種類）

600円/1セット
（60円/1枚）

400円/1セット
（40円/1枚）

300円/1セット
（30円/1枚）

150円/1セット
（15円/1枚）

300円/1セット
（30円/1枚）

200円/1セット
（20円/1枚）

150円/1セット
（15円/1枚）

（1） ごみステーションの利用

【消費税込】

2

(2) 収集できないごみ

一時多量ごみ（引越し、片付け、遺品整理など）

　引越しや片付け、庭木の刈り込み、遺品整理などによる一時的に多量に発生するごみは、ごみステーションに
出さないでください。出す場合は少量ずつに分けて出してください。可燃ごみ、プラスチックごみの場合は平
時に出す量に加え２袋までとしてください。

①処理施設に直接搬入する。（p.20参照）
②一般廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する。（p.40,41参照）

処理
方法

処理施設で処理できないごみ（処理困難物）

例：車のタイヤ、鉛蓄電池（車両系バッテリー
等）、車の部品、バイク、消火器、塗料、温
水器、廃油、ピアノ・オルガン、耐火金庫、
石膏ボード、断熱材、サーフボード

①購入先や専門業者に処理を依頼する。
　消火器の問合せ先…消火器リサイクル推進センター（03-5829-6773）
　バイクの問合せ先…二輪車リサイクルコールセンター（050-3000-0727）
②一般廃棄物（産業廃棄物）処理業許可業者に収集や処分を依頼する。（p.40,41参照）

処理
方法

タイヤ バッテリー バイク 消火器

ごみに当たらないもの

　石、砂、土などはごみではありません。ごみステーションに出すことはできません。

①庭、農地等で再利用する。
②鳥取県東部環境クリーンセンター（p.20参照）に確認のうえ、
　可能な場合は直接搬入する。

処理
方法

医療系廃棄物・危険なもの

　医療系廃棄物（注射器、医療用チューブ等）、危険なもの、
著しく悪臭が発生するものは、ごみステーションに出さないで
ください。
例：インスリン注射器・医療用チューブ、農薬

①購入先や専門業者に処理を依頼する。
　医療系廃棄物は各医療機関に引き取りを依頼する。
②一般廃棄物（産業廃棄物）処理業許可業者に収集や処分を依頼する。（p.40,41参照）

処理
方法

注射器
医療用
チューブ 農薬
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(3) 事業所ごみはごみステーションに出してはいけません
　会社、商店、工場、学校、飲食店、旅館、農業、寺社、社会福祉施設、各種団体などの事業活動に伴って
生じたごみは、法律・条例により事業主自らが適正に処理することとなっていますので、家庭ごみのご
みステーションに出してはいけません。

(4) 野焼き（野外焼却）と不法投棄は禁止です
　ごみを焼却する、埋める、山や川に捨てることは法律で禁止されています。ポイ捨ても不法投
棄です。絶対にしてはいけません。

● 事業所から出る可燃ごみ（従業員が出す生ごみ、紙くずなど）

　

● 事業所から出る不燃ごみ　● 廃油（食用油、エンジンオイル等）　● あぜシート、マルチシート
● 肥料袋　● 農薬　● 農機具（草刈機、噴霧器など）　● 建築廃材　● 漁網、漁具

事業所ごみの例

野外焼却の禁止

　廃棄物を焼却することは一部の例外を除き法律で禁止されています。違反した
場合は法律により罰せられます。

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却（とんど焼きなど）
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却（農業者が行う稲わらの
焼却、林業者が行う伐採した枝などの焼却）

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの（たき火、落ち葉焚き、キャ
ンプファイヤーなど）

例外

　不法投棄は犯罪です。廃棄物を不法に投棄したとき、又は廃棄物を適正に処理
しなかったときは、法律により罰せられます。

不法投棄の禁止

野外焼却並びに不法投棄に係る罰則
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。
※未遂の罪についても同様に罰せられます。

 一般廃棄物

産業廃棄物

　※例外として認められるものでも、周辺の生活環境に支障をきたし、悪臭や煙害等により
　　近隣から苦情が寄せられる場合は、改善命令や各種行政指導の対象になります。

(3) 事業所ごみはごみステーションに出してはいけません
　会社、商店、工場、学校、飲食店、旅館、農業、寺社、社会福祉施設、各種団体などの事業活動に伴って
生じたごみは、法律により事業主自らが適正に処理することとなっていますので、家庭ごみのごみステ
ーションに出してはいけません。

(4) 野焼き（野外焼却）と不法投棄は禁止です
　ごみを焼却する、埋める、山や川に捨てることは法律で禁止されています。ポイ捨ても不法投
棄です。絶対にしてはいけません。

● 事業所から出る可燃ごみ（従業員が出す生ごみ、紙くずなど）

　

● 事業所から出る不燃ごみ　● 廃油（食用油、エンジンオイル等）　● あぜシート、マルチシート
● 肥料袋　● 農薬　● 農機具（草刈機、噴霧器など）　● 建築廃材　● 漁網、漁具

事業所ごみの例

野外焼却の禁止

　廃棄物を焼却することは一部の例外を除き法律で禁止されています。違反した
場合は法律により罰せられます。

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却（とんど焼きなど）
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却（農業者が行う稲わらの
焼却、林業者が行う伐採した枝などの焼却）

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの（たき火、落ち葉焚き、キャ
ンプファイヤーなど）

例外

　不法投棄は犯罪です。廃棄物を不法に投棄したとき、又は廃棄物を適正に処理
しなかったときは、法律により罰せられます。

不法投棄の禁止

野外焼却並びに不法投棄に係る罰則
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。
※未遂の罪についても同様に罰せられます。

 一般廃棄物

産業廃棄物

　※例外として認められるものでも、生活環境に影響を与えたり近隣から苦情がある場合は、
　　改善命令や各種行政指導の対象になります。
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(3) 事業所ごみはごみステーションに出してはいけません
　会社、商店、工場、学校、飲食店、旅館、農業、寺社、社会福祉施設、各種団体などの事業活動に伴って
生じたごみは、法律・条例により事業主自らが適正に処理することとなっていますので、家庭ごみのご
みステーションに出してはいけません。

(4) 野焼き（野外焼却）と不法投棄は禁止です
　ごみを焼却する、埋める、山や川に捨てることは法律で禁止されています。ポイ捨ても不法投
棄です。絶対にしてはいけません。

● 事業所から出る可燃ごみ（従業員が出す生ごみ、紙くずなど）

　

● 事業所から出る不燃ごみ　● 廃油（食用油、エンジンオイル等）　● あぜシート、マルチシート
● 肥料袋　● 農薬　● 農機具（草刈機、噴霧器など）　● 建築廃材　● 漁網、漁具

事業所ごみの例

野外焼却の禁止

　廃棄物を焼却することは一部の例外を除き法律で禁止されています。違反した
場合は法律により罰せられます。

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却（とんど焼きなど）
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却（農業者が行う稲わらの
焼却、林業者が行う伐採した枝などの焼却）

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの（たき火、落ち葉焚き、キャ
ンプファイヤーなど）

例外

　不法投棄は犯罪です。廃棄物を不法に投棄したとき、又は廃棄物を適正に処理
しなかったときは、法律により罰せられます。

不法投棄の禁止

野外焼却並びに不法投棄に係る罰則
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。
※未遂の罪についても同様に罰せられます。

 一般廃棄物

産業廃棄物

　※例外として認められるものでも、周辺の生活環境に支障をきたし、悪臭や煙害等により
　　近隣から苦情が寄せられる場合は、改善命令や各種行政指導の対象になります。

(3) 事業所ごみはごみステーションに出してはいけません
　会社、商店、工場、学校、飲食店、旅館、農業、寺社、社会福祉施設、各種団体などの事業活動に伴って
生じたごみは、法律により事業主自らが適正に処理することとなっていますので、家庭ごみのごみステ
ーションに出してはいけません。

(4) 野焼き（野外焼却）と不法投棄は禁止です
　ごみを焼却する、埋める、山や川に捨てることは法律で禁止されています。ポイ捨ても不法投
棄です。絶対にしてはいけません。

● 事業所から出る可燃ごみ（従業員が出す生ごみ、紙くずなど）

　

● 事業所から出る不燃ごみ　● 廃油（食用油、エンジンオイル等）　● あぜシート、マルチシート
● 肥料袋　● 農薬　● 農機具（草刈機、噴霧器など）　● 建築廃材　● 漁網、漁具

事業所ごみの例

野外焼却の禁止

　廃棄物を焼却することは一部の例外を除き法律で禁止されています。違反した
場合は法律により罰せられます。

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却（とんど焼きなど）
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却（農業者が行う稲わらの
焼却、林業者が行う伐採した枝などの焼却）

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの（たき火、落ち葉焚き、キャ
ンプファイヤーなど）

例外

　不法投棄は犯罪です。廃棄物を不法に投棄したとき、又は廃棄物を適正に処理
しなかったときは、法律により罰せられます。

不法投棄の禁止

野外焼却並びに不法投棄に係る罰則
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。
※未遂の罪についても同様に罰せられます。

 一般廃棄物

産業廃棄物

　※例外として認められるものでも、生活環境に影響を与えたり近隣から苦情がある場合は、
　　改善命令や各種行政指導の対象になります。

4

(5) ごみステーションに出された資源物の持ち去りは犯罪です

(6) ４Rでごみダイエットをしよう！

　ごみステーションに出された資源物は、市が資源として売却しており、その収入は、ごみ処理のため
の費用に充てるなど、市民サービスに還元しています。
　ごみステーションに出された資源物（古紙、缶、小型破砕ごみに含まれる金属類等）を持ち去る行為
は犯罪です。
　持ち去り行為を目撃した場合は、日時、場所、車種や
車両ナンバー、行為者の特徴などの目撃情報を生活環
境課又は総合支所市民福祉課へご連絡ください。
　また、地域の資源回収と偽って持ち去りを行う者も
います。このような行為を防止するためにも、地域の資
源回収場所としてごみステーションを使用することは
お控えください。

４Rはごみ減量のキーワード！

Refuse Reduce

Reuse Recycle

（リフューズ）

（リユース）

（リデュース）

（リサイクル）

必要ないものは
断ろう！

ごみの量を
減らそう！

繰り返し使おう！

資源としてまた利用しよう！

マイバッグ、マイはし、
マイボトルを持ち歩こう

生ごみは
水切りを！

食料品や日用品は
詰め替え商品を選
ぼう

フリーマーケットやリユ
ース（リサイクル）ショッ
プを活用しよう

生ごみを
堆肥化しよう
（購入費補助制度有）

牛乳パックや
雑紙類は古紙へ

まだ使えるものは必要
としている人に譲ろう

ごみを減らして
ヘルシーうれしー
とっとりし♪

ごみをいっぱい
出しすぎためすぎ
ダメだブー×

アルミ缶 古　　紙
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代表例 出し方の注意

庭木の枝

生ごみ ※1 油 ※2 豆乳パック ※3

紙くず ゴム製品 クッション ※4

衣類 マスク 紙おむつ ※5

人形 花火 ※6 皮革製品 ※7

木製品 ※8 草・落ち葉

例外　指定袋に入れずに出せるもの
剪定した木の枝
【出し方】直径３㎝以内かつ長さ50cm未満の枝をひもで束ねて出すこともできます。
（一度に出せる量は片手で持てる程度の量を２束までです）
※木製品、木材、直径３㎝以上の枝や幹（厚さ25㎝未満のものに限る）、落ち葉、草は指定袋に入れてください。
※複数の家庭から剪定枝が同時に出されて多量になった場合、一度に収集できず次回以降の収集になる場合が
　あります。
※木の枝をひもで束ねる際は紙や袋で包まないでください。

生ごみ、紙くず、布製品、皮革製品、
ゴム製品、木製品、草木など

3 家庭ごみの出し方ポイント

※1 生ごみは水切りを十分にしてください。
（水切りネットなどを利用し、水気をしっ
かり絞って出してください）

※2 油は油処理剤で固めるか布や紙に浸み
込ませるなどし、油が指定袋から漏れな
いようにしてください。

※3 豆乳・酒などの中が銀色の紙パックは古
紙ではなく可燃ごみです。

※4 マイクロビーズ使用製品（ビーズクッショ
ン等）は中身を分別せずにそのままポリ
袋に入れたうえで指定袋に入れて出して
ください。（中身飛散防止のため）

※5 おむつ類は汚物を取り除いて出してくだ
さい。

※6 花火やマッチ、灰は水気を含ませて少し
ずつ出してください。

※7 かばんやベルトなどの金属の部分は、で
きるだけ取り除いて出してください。

※8 竹串など鋭利なものは、紙で包むなど指
定袋を突き破らないように工夫して出し
てください。丸太、角材等で厚さが25cm
以上のものはごみステーションに出して
はいけません。厚さが25cm未満になる
ように切って指定袋に入れて出すか、大
型ごみ受付センター（p.16,17参照）に収
集を申し込んでください。

❶ 可燃ごみ（週２回収集） 鳥取市指定袋

出し方…「鳥取市可燃ごみ指定袋」に入れて持ち手を結んで出してください
　　　　　　（指定袋以外の袋では収集しません）。

しっかり
口を閉じる

代表例 出し方の注意

庭木の枝

生ごみ ※1 油 ※2 豆乳パック ※3

紙くず ゴム製品 クッション ※4

衣類 マスク 紙おむつ ※5

人形 花火 ※6 皮革製品 ※7

木製品 ※8 草・落ち葉

例外　指定袋に入れずに出せるもの
剪定した木の枝
【出し方】直径３㎝以内かつ長さ50cm未満の枝をひもで束ねて出すこともできます。
（一度に出せる量は片手で持てる程度の束を２束までです。）
※木製品、木材、直径３㎝以上の枝（幹）、落ち葉、草は指定袋に入れてください。
※ごみステーションに大量のせん定枝が集中して出された場合は、一度に収集できず次回以降の

収集になる場合があります。

生ゴミ、紙くず、布製品、皮革製品、
ゴム製品、木製品、草木など

3 家庭ごみの出し方ポイント

※1 生ごみは水切りを十分にしてください。
（水切りネットなどを利用し、水気をしっ
かり絞って出してください）

※2 油は油処理剤で固めるか布や紙に浸み
込ませるなどし、油が指定袋から漏れ出
ないようにしてください。

※3 豆乳・酒などの中が銀色の紙パックは古
紙ではなく可燃ごみです。

※4 マイクロビーズ使用製品（ビーズクッショ
ン等）は中身を分別せずにそのまま一旦
ポリ袋に入れたうえで指定袋に入れて出
してください。（中身飛散防止のため）

※5 おむつ類は汚物を取り除いて出してくだ
さい。

※6 花火やマッチ、灰は水気を含ませて少し
ずつ出してください。

※7 かばんやベルトなどの金属の部分は、で
きるだけ取り除いて出してください。

※8 竹串は折って出してください。

ごみステーションに出すごみ

❶ 可燃ごみ（週２回収集） 鳥取市指定袋

持出方法…「鳥取市可燃ごみ指定袋」（有料）に入れて持ち手を結んで出し
　　　　　　てください（指定袋以外の袋では収集しません）。

しっかり
口を閉じる
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代表例 出し方の注意

庭木の枝

生ごみ ※1 油 ※2 豆乳パック ※3

紙くず ゴム製品 クッション ※4

衣類 マスク 紙おむつ ※5

人形 花火 ※6 皮革製品 ※7

木製品 ※8 草・落ち葉

例外　指定袋に入れずに出せるもの
剪定した木の枝
【出し方】直径３㎝以内かつ長さ50cm未満の枝をひもで束ねて出すこともできます。
（一度に出せる量は片手で持てる程度の量を２束までです）
※木製品、木材、直径３㎝以上の枝や幹（厚さ25㎝未満のものに限る）、落ち葉、草は指定袋に入れてください。
※複数の家庭から剪定枝が同時に出されて多量になった場合、一度に収集できず次回以降の収集になる場合が
　あります。
※木の枝をひもで束ねる際は紙や袋で包まないでください。

生ごみ、紙くず、布製品、皮革製品、
ゴム製品、木製品、草木など

3 家庭ごみの出し方ポイント

※1 生ごみは水切りを十分にしてください。
（水切りネットなどを利用し、水気をしっ
かり絞って出してください）

※2 油は油処理剤で固めるか布や紙に浸み
込ませるなどし、油が指定袋から漏れな
いようにしてください。

※3 豆乳・酒などの中が銀色の紙パックは古
紙ではなく可燃ごみです。

※4 マイクロビーズ使用製品（ビーズクッショ
ン等）は中身を分別せずにそのままポリ
袋に入れたうえで指定袋に入れて出して
ください。（中身飛散防止のため）

※5 おむつ類は汚物を取り除いて出してくだ
さい。

※6 花火やマッチ、灰は水気を含ませて少し
ずつ出してください。

※7 かばんやベルトなどの金属の部分は、で
きるだけ取り除いて出してください。

※8 竹串など鋭利なものは、紙で包むなど指
定袋を突き破らないように工夫して出し
てください。丸太、角材等で厚さが25cm
以上のものはごみステーションに出して
はいけません。厚さが25cm未満になる
ように切って指定袋に入れて出すか、大
型ごみ受付センター（p.16,17参照）に収
集を申し込んでください。

❶ 可燃ごみ（週２回収集） 鳥取市指定袋

出し方…「鳥取市可燃ごみ指定袋」に入れて持ち手を結んで出してください
　　　　　　（指定袋以外の袋では収集しません）。

しっかり
口を閉じる

代表例 出し方の注意

庭木の枝

生ごみ ※1 油 ※2 豆乳パック ※3

紙くず ゴム製品 クッション ※4

衣類 マスク 紙おむつ ※5

人形 花火 ※6 皮革製品 ※7

木製品 ※8 草・落ち葉

例外　指定袋に入れずに出せるもの
剪定した木の枝
【出し方】直径３㎝以内かつ長さ50cm未満の枝をひもで束ねて出すこともできます。
（一度に出せる量は片手で持てる程度の束を２束までです。）
※木製品、木材、直径３㎝以上の枝（幹）、落ち葉、草は指定袋に入れてください。
※ごみステーションに大量のせん定枝が集中して出された場合は、一度に収集できず次回以降の

収集になる場合があります。

生ゴミ、紙くず、布製品、皮革製品、
ゴム製品、木製品、草木など

3 家庭ごみの出し方ポイント

※1 生ごみは水切りを十分にしてください。
（水切りネットなどを利用し、水気をしっ
かり絞って出してください）

※2 油は油処理剤で固めるか布や紙に浸み
込ませるなどし、油が指定袋から漏れ出
ないようにしてください。

※3 豆乳・酒などの中が銀色の紙パックは古
紙ではなく可燃ごみです。

※4 マイクロビーズ使用製品（ビーズクッショ
ン等）は中身を分別せずにそのまま一旦
ポリ袋に入れたうえで指定袋に入れて出
してください。（中身飛散防止のため）

※5 おむつ類は汚物を取り除いて出してくだ
さい。

※6 花火やマッチ、灰は水気を含ませて少し
ずつ出してください。

※7 かばんやベルトなどの金属の部分は、で
きるだけ取り除いて出してください。

※8 竹串は折って出してください。

ごみステーションに出すごみ

❶ 可燃ごみ（週２回収集） 鳥取市指定袋

持出方法…「鳥取市可燃ごみ指定袋」（有料）に入れて持ち手を結んで出し
　　　　　　てください（指定袋以外の袋では収集しません）。

しっかり
口を閉じる
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代表例 出し方の注意

プラスチックのみでできているもの
　　マークが付いた容器や包装類

カップ・パック類 ポリ袋類

キャップ・ラベル類 

ボトル類

トレイ類

緩衝材

製品類

※2 キャッ

※1 紙ラベルが除けないものはそのままプラ
スチックごみに出してください。プラス
チック製品に少量でも金属が付いたもの
は小型破砕ごみに出してください。薬剤
など中身が除けない製品（除湿剤、ゴキ
ブリ駆除用毒餌剤など）は可燃ごみに出
してください。

プやふたは外してください。金属
製のものは小型破砕ごみに出してくだ
さい。

※3 ポンプ式ボトルのポンプ部分は、外して
小型破砕ごみに出してください。

※4 ポリタンク等の容器は中を空にし、ふた
を外して出してください（容器の中に他
のごみを詰めて出さないでください）。

❷ プラスチックごみ（週１回収集）

出し方…汚れているものはさっと洗い、「鳥取市プラスチックごみ指定袋」に
  入れて持ち手を結んで出してください（指定袋以外の袋では収集し
            　ません）。

鳥取市指定袋

ポンプ式ボトル
のポンプ部分は
小型破砕ごみへ

※4

※2

※2

※2 ※3

※汚れたものは、さっと洗って固形物を取り
除いてください。色の汚れは問題ありません。
※マヨネーズ等チューブ状の容器は、はさみで
切ってから水洗いするなど必ず中身を取り
除いてから出してください。

※二重袋（ごみを小袋に入れたものを指定袋
に入れること）にして出さないでください。

7

※1

小型破砕ごみ

洗剤 洗剤



代表例 出し方の注意

マークが表示されている飲料・調味料のペットボトル容器
※外したラベルとキャップはプラ
　スチックごみに出してください。
※キャップのリングは付いたままで
　も構いません。
※つぶしたもの、色付きのものも収
　集の対象です。　
※切ったもの、工作等に使ったも
　のはプラスチックごみに出して
　ください。

❸ ペットボトル（週１回収集）

出し方…中をさっと洗いラベルとキャップを外したボトルを、飛散しないようにごみ容器に直接入れて
　　　　　ください。ごみ容器が無い場合は、透明又は半透明の袋に入れて出してください。

対象外　    マークの有無にかかわらず、下記の容器はプラスチックごみに出してください。
　・食品用ではないもの（シャンプー、洗剤、化粧品、医薬品等）
　・食用油脂を含むもの（食用油、ドレッシング等）
　・香辛料の強いもの（ソース、焼肉のたれ等）
　・ウォーターサーバー用の交換ボトル

代表例 出し方の注意

ジュース缶 食用油缶缶詰 ボトル缶

※資源ごみに出せる大きさの基準は、ビンは一
升瓶程度まで、缶は粉ミルク缶（高さ２０㎝
×直径１５㎝）程度までです。
※容易に外すことができる紙ラベルは外してく
ださい。
※缶はつぶさずに出してください。
※ふたは外してください。金属製のふたは小型
破砕ごみ、プラスチック製のふたはプラス
チックごみに出してください。
※注ぎ口のプラスチックが外せないビンはその
まま出してください。

❹ 資源ごみ（ビン・缶）（週１回収集）

出し方…中身を空にしてさっと洗ったビン・缶をごみ容器に直接入れてください。
　　　　　袋には入れないでください。袋は収集しません。

飲料用・食料用のビン類・缶類

対象外　

ジュース

お茶 酒

みりん しょうゆ

調味料酢

下記のものは小型破砕ごみに出してください
　割れたビン、化粧品ビン、汚れた缶、大きいビン・缶

ジャム
ビン酒ビン

ジュース
ビン

ビール
ビン

調味料
ビン

代表例 出し方の注意

マークが表示されている飲料・
調味料のペットボトル容器

※外したラベルとキャップはプラ
スチックごみに出してください。
※つぶしたペットボトルも対象です。
※色付きのペットボトルも対象です。
※切ったもの、工作等に使ったも
のはプラスチックごみに出してく
ださい。

❸ ペットボトル（週１回収集）

持出方法…中をさっと洗いラベルとキャップを外したボトルを、飛散しないようにごみ容器に直接入れ
　　　　　てください。容器が無い場合は透明又は半透明の袋に入れて出してください。

対象外　    マークの有無にかかわらず、下記の容器はプラスチックごみに出してください。
　・食品用ではないもの（シャンプー、洗剤、化粧品、医薬品等）
　・食用油脂を含むもの（食用油、ドレッシング等）
　・香辛料の強いもの（ソース、焼肉のたれ等）
　・ウォーターサーバー用の交換ボトル

代表例 出し方の注意

ジュース缶 食用油缶缶詰 ボトル缶

※資源ごみに出せる大きさの基準は、ビンは一
升瓶程度まで、缶は粉ミルク缶（高さ２０㎝
×直径１５㎝）程度までです。
※容易に外すことができる紙ラベルは外してく
ださい。
※缶はつぶさずに出してください。
※ふたは外してください。金属製のふたは小型
破砕ごみ、プラスチック製のふたはプラス
チックごみに出してください。
※注ぎ口のプラスチックが外せないビンはその
まま出してください。

❹ 資源ごみ（ビン・缶）（週１回収集）

持出方法…中身を空にしてさっと洗ったビン・缶をごみ容器に直接入れて
　　　　　ください。袋には入れないでください。袋は収集しません。

飲料用・食料用のビン類・缶類

対象外　

ジュース

お茶 酒

みりん しょうゆ

調味料酢

下記のものは小型破砕ごみに出してください
　割れたびん、化粧品びん、汚れた缶、大きいビン・缶

ジャム
ビン酒ビン

ジュース
ビン

ビール
ビン

調味料
ビン
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代表例 出し方の注意

※1 割れたガラス・刃物など鋭利なものは
透明又は半透明の容器や袋に入れて出
してください。刃先など鋭利な箇所は
カバーやテープ等で覆い、縫い針やカッ
ターナイフの刃など小さいものはテー
プに貼り付けたうえで袋に入れるなど
し、袋に油性ペンで「刃物」や「キケ
ン」など明記してください。

※2 一斗缶・化粧品ビン等は中身を空にし、
ふたを外してさっと洗って出してください。

※3 傘、杖、電池式給油ポンプ、グラウンド
ゴルフ・ゲートボールスティックは50㎝
以上のものも小型破砕ごみです。

❺ 小型破砕ごみ（週１回収集）

出し方…袋に入れないでごみ容器に直接入れてください（刃物類や割れたガラスなど
　　　　   鋭利なものやごみ容器の網目より小さいものは、透明な容器や袋に入れて出してください）。

不燃ごみ（金属、金属とプラスチックの複
合物、ガラス、陶磁器等）のうち一番長い
辺（縦、横、高さ、直径のいずれか）が50㎝
未満のもの（資源ごみ、有害ごみ、乾電池
等を除く）

白熱電球・LED電球・グロー球 キャップ
（金属製）

一斗缶 ※2 化粧品ビン ※2

食器
（陶磁器、金属製）

ガラス ※1

おもちゃ
（複合物）

なべ

傘の骨 ※3 トースター

※油汚れや食べかす、可燃部分はできるだけ
除いてください。
※電池は必ず外してください。電池を外した
ことが分かるよう、電池が入っていた部分
のフタ等は外したままにして出してくだ
さい。電池が外せないものは有害ごみに出
してください。
※スプレー缶・カセットボンベ類、ライタ
ーは有害ごみに出してください。穴を開
けたり壊したりしても小型破砕ごみには
出せません。

オイル缶

9

カミソリ

有害ごみ

代表例 出し方の注意

マークが表示されている飲料・調味料のペットボトル容器
※外したラベルとキャップはプラ
　スチックごみに出してください。
※キャップのリングは付いたままで
　も構いません。
※つぶしたもの、色付きのものも収
　集の対象です。　
※切ったもの、工作等に使ったも
　のはプラスチックごみに出して
　ください。

❸ ペットボトル（週１回収集）

出し方…中をさっと洗いラベルとキャップを外したボトルを、飛散しないようにごみ容器に直接入れて
　　　　　ください。ごみ容器が無い場合は、透明又は半透明の袋に入れて出してください。

対象外　    マークの有無にかかわらず、下記の容器はプラスチックごみに出してください。
　・食品用ではないもの（シャンプー、洗剤、化粧品、医薬品等）
　・食用油脂を含むもの（食用油、ドレッシング等）
　・香辛料の強いもの（ソース、焼肉のたれ等）
　・ウォーターサーバー用の交換ボトル

代表例 出し方の注意

ジュース缶 食用油缶缶詰 ボトル缶

※資源ごみに出せる大きさの基準は、ビンは一
升瓶程度まで、缶は粉ミルク缶（高さ２０㎝
×直径１５㎝）程度までです。
※容易に外すことができる紙ラベルは外してく
ださい。
※缶はつぶさずに出してください。
※ふたは外してください。金属製のふたは小型
破砕ごみ、プラスチック製のふたはプラス
チックごみに出してください。
※注ぎ口のプラスチックが外せないビンはその
まま出してください。

❹ 資源ごみ（ビン・缶）（週１回収集）

出し方…中身を空にしてさっと洗ったビン・缶をごみ容器に直接入れてください。
　　　　　袋には入れないでください。袋は収集しません。

飲料用・食料用のビン類・缶類

対象外　

ジュース

お茶 酒

みりん しょうゆ

調味料酢

下記のものは小型破砕ごみに出してください
　割れたビン、化粧品ビン、汚れた缶、大きいビン・缶

ジャム
ビン酒ビン

ジュース
ビン

ビール
ビン

調味料
ビン

代表例 出し方の注意

マークが表示されている飲料・
調味料のペットボトル容器

※外したラベルとキャップはプラ
スチックごみに出してください。
※つぶしたペットボトルも対象です。
※色付きのペットボトルも対象です。
※切ったもの、工作等に使ったも
のはプラスチックごみに出してく
ださい。

❸ ペットボトル（週１回収集）

持出方法…中をさっと洗いラベルとキャップを外したボトルを、飛散しないようにごみ容器に直接入れ
　　　　　てください。容器が無い場合は透明又は半透明の袋に入れて出してください。

対象外　    マークの有無にかかわらず、下記の容器はプラスチックごみに出してください。
　・食品用ではないもの（シャンプー、洗剤、化粧品、医薬品等）
　・食用油脂を含むもの（食用油、ドレッシング等）
　・香辛料の強いもの（ソース、焼肉のたれ等）
　・ウォーターサーバー用の交換ボトル

代表例 出し方の注意

ジュース缶 食用油缶缶詰 ボトル缶

※資源ごみに出せる大きさの基準は、ビンは一
升瓶程度まで、缶は粉ミルク缶（高さ２０㎝
×直径１５㎝）程度までです。
※容易に外すことができる紙ラベルは外してく
ださい。
※缶はつぶさずに出してください。
※ふたは外してください。金属製のふたは小型
破砕ごみ、プラスチック製のふたはプラス
チックごみに出してください。
※注ぎ口のプラスチックが外せないビンはその
まま出してください。

❹ 資源ごみ（ビン・缶）（週１回収集）

持出方法…中身を空にしてさっと洗ったビン・缶をごみ容器に直接入れて
　　　　　ください。袋には入れないでください。袋は収集しません。

飲料用・食料用のビン類・缶類

対象外　

ジュース

お茶 酒

みりん しょうゆ

調味料酢

下記のものは小型破砕ごみに出してください
　割れたびん、化粧品びん、汚れた缶、大きいビン・缶

ジャム
ビン酒ビン

ジュース
ビン

ビール
ビン

調味料
ビン
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代表例 出し方の注意

折込チラシも新聞
紙と一緒に束ねて
ください。

たたんでから
束ねてください。

本、雑誌、パンフレット、包装紙、カタ
ログ、ノート、はがき、紙製容器（菓子、
日用品など）、紙袋、紙パックなどを束
ねてください。

❼ 有害ごみ（月１回収集）

ダンボール新聞 書籍・雑誌

❻ 古紙類（月１回収集）

。いさだくてし出てね束とりかっしでもひ、てけ分れぞれそに」誌雑・籍書「」ルーボンダ「」聞新「…出し方

出し方…袋に入れないでごみ容器に直接入れてください。袋は収集しません。

※　できるだけ紙製のひもを使用してください。
※　ファイルの金属やティッシュ箱のプラスチックフィルムなど、紙以外のものは除いてください。
※　各町内会、子ども会、ＰＴＡ等で行われている集団回収（再資源化等推進事業）などもご利用ください。

収集車両や処理施設で火災の原因となる有害なもの

※紙パック（牛乳、ジュースなど）はさっ
と洗って乾かし、切り開くなど平らにし
て出してください（豆乳・酒などの中
が銀色の紙パックは可燃ごみです）。

代表例 出し方の注意

折込チラシも新聞
紙と一緒に束ねて
ください。

たたんでから
束ねてください。

本、雑誌、パンフレット、包装紙、カタ
ログ、ノート、はがき、紙製容器（菓子、
日用品など）、紙袋、紙パックなどを束
ねてください。

※使い捨てライターやスプレー缶・カ
セットボンベ類は、使い切るかガス
抜きをして、必ず中身を空にして出
してください（穴開け不要）。
※中身が入ったものは持出禁止です。
鳥取県東部環境クリーンセンターに
持ち込んでください。（p.20参照）
※充電式電池が取り外せる製品は、製
品本体は「小型破砕ごみ」に、外した
充電式電池は「乾電池等」に出して
ください。

❼ 有害ごみ（令和６年４月１日開始：月１回収集）

ダンボール新聞 書籍・雑誌

❻ 古紙類（月１回収集）

。いさだくてし出てね束とりかっしでもひ、てけ分れぞれそに」誌雑・籍書「」ルーボンダ「」聞新「…法方出持

持出方法…袋に入れないでごみ容器に直接入れてください。

※　できるだけ紙製の紐を使用してください。
※　ファイルの金属やティッシュ箱のプラスチックフィルムなど、紙以外のものは除いてください。
※　汚れた紙（油や食べ物かすなど）、臭いがついた紙（洗剤や線香の箱など）は可燃ごみに出してください。
※　各町内会、子供会、ＰＴＡ等で行われている集団回収（再資源化等推進事業）などもご利用ください。

小型破砕ごみ

乾電池等

電気
シェーバー

電子
タバコ

モバイル
バッテリー

ワイヤレス
イヤホン

充電式
ゲーム機

火災の原因となる有害なもの

※紙パック（牛乳、ジュースなど）はさっ
と洗って乾かし、切り開くなど平らにし
て出してください（豆乳やお酒など中
が銀色の紙パックは可燃ごみです）。
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※1

※1

※1 使い捨てライターやスプレー缶・
カセットボンベ類は、使い切る
か風通しの良い場所でガス抜き
をし、必ず中身を空にして出し
てください（穴を開けても開け
なくてもどちらでも構いません）。
中身が入ったものはごみステー
ションに出せません。鳥取県東
部環境クリーンセンターに直接
持ち込んでください。（p.20参照）

※2ガスが使用されているスプレー
タイプの製品は全て有害ごみの
対象です。小型破砕ごみに出し
てはいけません。

ガスライター
オイルライター
ターボライター
電子式ライター

消臭剤、クリーナー類、化粧品（ヘアスプレー等）、医薬品（筋肉消
炎剤等）、塗料用品（カラースプレー等）、殺虫剤、くん煙剤（水使用・
着火タイプは除く）、自動車用品（曇り止め、解氷剤等）、その他（ス
ポーツ用酸素スプレー、食用ホイップクリームスプレー等）

（ガスの圧力によって内容物を霧状や泡状にして放出させる製品）
スプレー缶

※2

スプレー
ホイップ

くん煙剤



代表例 出し方の注意

折込チラシも新聞
紙と一緒に束ねて
ください。

たたんでから
束ねてください。

本、雑誌、パンフレット、包装紙、カタ
ログ、ノート、はがき、紙製容器（菓子、
日用品など）、紙袋、紙パックなどを束
ねてください。

❼ 有害ごみ（月１回収集）

ダンボール新聞 書籍・雑誌

❻ 古紙類（月１回収集）

。いさだくてし出てね束とりかっしでもひ、てけ分れぞれそに」誌雑・籍書「」ルーボンダ「」聞新「…出し方

出し方…袋に入れないでごみ容器に直接入れてください。袋は収集しません。

※　できるだけ紙製のひもを使用してください。
※　ファイルの金属やティッシュ箱のプラスチックフィルムなど、紙以外のものは除いてください。
※　各町内会、子ども会、ＰＴＡ等で行われている集団回収（再資源化等推進事業）などもご利用ください。

収集車両や処理施設で火災の原因となる有害なもの

※紙パック（牛乳、ジュースなど）はさっ
と洗って乾かし、切り開くなど平らにし
て出してください（豆乳・酒などの中
が銀色の紙パックは可燃ごみです）。

代表例 出し方の注意

折込チラシも新聞
紙と一緒に束ねて
ください。

たたんでから
束ねてください。

本、雑誌、パンフレット、包装紙、カタ
ログ、ノート、はがき、紙製容器（菓子、
日用品など）、紙袋、紙パックなどを束
ねてください。

※使い捨てライターやスプレー缶・カ
セットボンベ類は、使い切るかガス
抜きをして、必ず中身を空にして出
してください（穴開け不要）。
※中身が入ったものは持出禁止です。
鳥取県東部環境クリーンセンターに
持ち込んでください。（p.20参照）
※充電式電池が取り外せる製品は、製
品本体は「小型破砕ごみ」に、外した
充電式電池は「乾電池等」に出して
ください。

❼ 有害ごみ（令和６年４月１日開始：月１回収集）

ダンボール新聞 書籍・雑誌

❻ 古紙類（月１回収集）

。いさだくてし出てね束とりかっしでもひ、てけ分れぞれそに」誌雑・籍書「」ルーボンダ「」聞新「…法方出持

持出方法…袋に入れないでごみ容器に直接入れてください。

※　できるだけ紙製の紐を使用してください。
※　ファイルの金属やティッシュ箱のプラスチックフィルムなど、紙以外のものは除いてください。
※　汚れた紙（油や食べ物かすなど）、臭いがついた紙（洗剤や線香の箱など）は可燃ごみに出してください。
※　各町内会、子供会、ＰＴＡ等で行われている集団回収（再資源化等推進事業）などもご利用ください。

小型破砕ごみ

乾電池等

電気
シェーバー

電子
タバコ

モバイル
バッテリー

ワイヤレス
イヤホン

充電式
ゲーム機

火災の原因となる有害なもの

※紙パック（牛乳、ジュースなど）はさっ
と洗って乾かし、切り開くなど平らにし
て出してください（豆乳やお酒など中
が銀色の紙パックは可燃ごみです）。
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※1

※1

※1 使い捨てライターやスプレー缶・
カセットボンベ類は、使い切る
か風通しの良い場所でガス抜き
をし、必ず中身を空にして出し
てください（穴を開けても開け
なくてもどちらでも構いません）。
中身が入ったものはごみステー
ションに出せません。鳥取県東
部環境クリーンセンターに直接
持ち込んでください。（p.20参照）

※2ガスが使用されているスプレー
タイプの製品は全て有害ごみの
対象です。小型破砕ごみに出し
てはいけません。

ガスライター
オイルライター
ターボライター
電子式ライター

消臭剤、クリーナー類、化粧品（ヘアスプレー等）、医薬品（筋肉消
炎剤等）、塗料用品（カラースプレー等）、殺虫剤、くん煙剤（水使用・
着火タイプは除く）、自動車用品（曇り止め、解氷剤等）、その他（ス
ポーツ用酸素スプレー、食用ホイップクリームスプレー等）

（ガスの圧力によって内容物を霧状や泡状にして放出させる製品）
スプレー缶

※2

スプレー
ホイップ

くん煙剤

代表例 出し方の注意

電気シェーバー

家庭用 屋外用

ヘアアイロン ワイヤレスイヤホン

電子たばこ 充電式ゲーム機 モバイルバッテリー

ハンディーファン 腕時計 電子体温計
（電池交換不可製品）

※5 電池が取り外せる製品は、製品
本体は「小型破砕ごみ」に、外
した電池は「乾電池等」に出し
てください。

※6 照明が付いた子ども靴は可燃ご
みです。

※3 未使用のものは処理できません。
メーカーに処理を依頼してくだ
さい（鳥取県東部環境クリーン
センターに持込不可）。

※4 炭酸水を作る炭酸ガスシリンダ
ーはごみステーションには出せ
ません。メーカーが回収してい
ます。

（燃料等ガスを充てんした製品）
カセットボンベ

※2

※5 ※6電池一体型製品（電池が取り外せないもの）

小型破砕ごみ

可燃ごみ

乾電池等
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ミニガスカートリッジ
※3 ※4

電池一体型製品は使用済小型家電回収BOXに入れることもできます

電池一体型製品など電池や電気で動く小型の電化製品（小型家電）は、市内各所に
設置している使用済小型家電回収ボックスに出すことができます。
代表例：電話機、DVDプレイヤー、ゲーム機、懐中電灯、シェーバー、ドライヤー、
　　　　電子たばこ、デジタルカメラ等
設置場所：鳥取市役所（本庁舎、駅南庁舎、各総合支所）等
※投入口（縦20㎝、横40㎝）に入る小型の電化製品が対象です。
※特定家電（p.13参照）、蛍光管、事業所ごみは対象外です。
　絶対に入れないでください。
※設置場所等詳細は鳥取市公式ウェブサイトを
　ご確認ください。

使用済小型家電（ボックス回収） →



代表例 出し方の注意

❽ 乾電池等（月１回収集）

・出し方
　　　　　 　　　…両極にテープを貼って絶縁したうえで、透明又は半透明の袋に入れ

　て出してください。
電池

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…購入時の紙筒・紙箱に入れてください。無
　い場合は紙で包むか袋に入れるなど、割れないようにして出してください。割れたものは小型
　破砕ごみに出してください。

蛍光管・LED蛍光灯（直管・丸形）、電球型蛍光管

　　　　　　　…ケース入りの製品はケースに入れて出してください。ケースが無いものは透明
　又は半透明の袋に入れて出してください。
水銀使用製品

水銀体温計・水銀血圧計 ※5

蛍光管・LED蛍光灯

乾電池 ※1

小型蛍光灯 ※4

※電池と蛍光管等、水銀使用製品を一つの袋
　に入れて出さないでください。
※発熱や発火を防ぐため、すべての電池に対
　して（＋）（－）の両極にテープを貼って絶
　縁処理をしてください。使用するテープは、
　セロハンテープ、ガムテープ、ビニールテー
　プなど種類は問いません。複数の電池をま
　とめてテープを貼っても構いません。
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※1 単1～単5までの筒型乾電池、９Vの角
型乾電池が対象です。

※2 充電式電池は、次のマークが付いたもの
が対象です。

※3 充電式電池の専用充電器は
小型破砕ごみです。

※4 白熱電球、LED電球、グロー球、豆電球
は小型破砕ごみです。

※5 水銀使用製品（温度計、血圧計など）が
割れた場合は、漏れ出た水銀も一緒に透
明又は半透明の容器か袋に入れ、油性ペ
ンなどで袋に「水銀」と書いて出してく
ださい。

リチウム
イオン電池

ニカド電池 ニッケル
水素電池

ボタン電池・コイン電池

直管 丸型 電球型 コンパクト型

※3 充電器は小型破砕ごみ

充電式電池 ※2



❾ 特定家電

出し方…「家電リサイクル法」に基づきリサイクル処理が義務付けられています。
　　　　　家電小売店が引き取り、メーカーがリサイクルをします。

対　象　商　品

処　分　方　法

テレビ
（ブラウン管式・液晶式・

有機EL式・プラズマ式）

洗濯機・衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫 エアコン
（本体・室外機）

①　購入した販売店、または買い替えをする販売店に引き取りを依頼する。
②　①で処理できない場合は郵便局で家電リサイクル券を受け取り、必
　　要事項を記入し、　　　　　　　　を振り込み（振込手数料が必要）、リサイクル料金※１

指定引取場所※２にリサイクル券と家電製品を持ち込む※３。
※１ リサイクル料金の例

※リサイクル料金は製造メーカーとサイズごとに定められているため、表の料金と異なる場
　合があります。リサイクル料金は家電リサイクルセンター（0120-319640）に問い合わせ
　または一般財団法人家電製品協会のウェブサイトで確認することができます。

自分で持ち込む………………………………………無料。
大型ごみ受付センターに収集運搬を申し込む……有料。申し込みの方法はp.16,17参照。

ブラウン管式テレビ
品 目 サ イ ズ リサイクル料金（一例） 郵便局手数料

液晶式・有機EL式・
プラズマ式テレビ

冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機・衣類乾燥機

エアコン

15型以下
16型以上
15型以下
16型以上
170ℓ以下
171ℓ以上
――
――

1,320円
2,420円
1,870円
2,970円
3,740円
4,730円
2,530円
990円

※２ 指定引取場所

※３ 持ち込み方法

岡山県貨物運送㈱鳥取支店
鳥取市菖蒲665番地1

電話：0857-23-0411
受付：月～土　9 00～12 00  /  13 00～17 00

（最終受付は16:30）日・祝日は休み

日ノ丸西濃運輸㈱鳥取支店
鳥取市湖山町東三丁目40番地

電話：0857-28-2221
受付：月～土　9 00～12 00  /  13 00～17 00

（最終受付は16:30）日・祝日は休み

窓口で振込またはＡＴＭで振込
※振込手数料は郵便局に
　お問い合わせください。

テレビ収集運搬料金 エアコン
15型以下　1,500円
16型以上　2,500円 3,000円 3,000円2,500円

冷蔵庫・冷凍庫洗濯機・衣類乾燥機

※土曜日は休みの日がありますので事前に電話でお問い合わせください。
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代表例 出し方の注意

❽ 乾電池等（月１回収集）

・出し方
　　　　　 　　　…両極にテープを貼って絶縁したうえで、透明又は半透明の袋に入れ

　て出してください。
電池

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…購入時の紙筒・紙箱に入れてください。無
　い場合は紙で包むか袋に入れるなど、割れないようにして出してください。割れたものは小型
　破砕ごみに出してください。

蛍光管・LED蛍光灯（直管・丸形）、電球型蛍光管

　　　　　　　…ケース入りの製品はケースに入れて出してください。ケースが無いものは透明
　又は半透明の袋に入れて出してください。
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水銀体温計・水銀血圧計 ※5

蛍光管・LED蛍光灯
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小型蛍光灯 ※4

※電池と蛍光管等、水銀使用製品を一つの袋
　に入れて出さないでください。
※発熱や発火を防ぐため、すべての電池に対
　して（＋）（－）の両極にテープを貼って絶
　縁処理をしてください。使用するテープは、
　セロハンテープ、ガムテープ、ビニールテー
　プなど種類は問いません。複数の電池をま
　とめてテープを貼っても構いません。
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※1 単1～単5までの筒型乾電池、９Vの角
型乾電池が対象です。

※2 充電式電池は、次のマークが付いたもの
が対象です。

※3 充電式電池の専用充電器は
小型破砕ごみです。

※4 白熱電球、LED電球、グロー球、豆電球
は小型破砕ごみです。

※5 水銀使用製品（温度計、血圧計など）が
割れた場合は、漏れ出た水銀も一緒に透
明又は半透明の容器か袋に入れ、油性ペ
ンなどで袋に「水銀」と書いて出してく
ださい。

リチウム
イオン電池

ニカド電池 ニッケル
水素電池

ボタン電池・コイン電池

直管 丸型 電球型 コンパクト型

※3 充電器は小型破砕ごみ

充電式電池 ※2



� パソコン類

「資源有効利用促進法」に基づきリサイクル処理が義務付けられています。

出　し　方

対　象　商　品
デスクトップ
本体

ノート
パソコン

「CRT（ブラウン管）
ディスプレイ」、
「CRT（ブラウン管）
ディスプレイ
一体型パソコン」

「液晶ディスプレイ」、
「液晶ディスプレイ
一体型パソコン」

右記PCリサイクルマークが付いたパソコンは、メーカーが無料で回収しリサ
イクルをします。
マークが付いていないものは有料でメーカーが回収しリサイクルをします。
※2003年10月１日以降に販売された家庭用パソコンは、マークが商品の裏側に印字・シールが貼ってある場合や、
購入時にシールが同封されている場合、メーカーに申し込むことでマークシールを無料で送付される場合等があ
ります。詳しくは各メーカーにお問い合わせください。

※一般社団法人パソコン３R推進協会のウェブサイトで問い合わせ先を確認できます。

メーカー製のパソコン
　各メーカーの「パソコンリサイクル受付窓口」へお申し込みください。

メーカーがわからない、申し込み先がわからない、自作のパソコン
　パソコン３R推進協会へお申し込みください。（有料）

パソコンリサイクルの流れ

＜申し込み・問い合わせ先＞

パソコンリサイクル

一般社団法人　パソコン３R推進協会
TEL：03-5282-7685　　ウェブサイト →

※個人情報が含まれるものは、あらかじめデータを削除してください。
※一度出されたものは返却できません。

出し方の注意

製造メーカー（又は
パソコン３R推進協
会）に電話かインタ
ーネットで申し込む

ゆうパック伝票が
送られてくる

自分で梱包する

マークが
ある（無料）

ゆうパック伝票で
発送する
（郵便局に持ち込み
か集荷）

マークが
ない（有料）

送られてくる振込用紙で
リサイクル料金を振り込む
（支払方法はメーカーによって
異なる場合があります）
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パソコンリサイクル

一般社団法人　パソコン３R推進協会
TEL：03-5282-7685　ウェブサイト：http://www.pc3r.jp

※個人情報が含まれるものは、あらかじめデータを削除してください。
※一度出されたものは返却できません。

出し方の注意

製造メーカー（又は
パソコン３R推進協
会）に電話かインタ
ーネットで申し込む

ゆうパック伝票が
送られてくる

自分で梱包する

マークが
ある（無料）

ゆうパック伝票で
発送する
（郵便局に持ち込み
か集荷）

マークが
ない（有料）

送られてくる振込用紙で
リサイクル料金を振り込む
（支払方法はメーカーによって
異なる場合があります）
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� 動物の死骸（猫、鳥など）

家電量販店などの店頭回収に出す
   回収の可否、料金の有無は各店舗にお問い合わせください。

ごみステーションに出す
   50cm未満の場合、バッテリーを外したものは小型破砕ごみ（ｐ.9参照）、バッテリーが外せ
　ないものは有害ごみ（ｐ.10,11参照）に出すことができます。

※ディスプレイは出さないでください。

処理施設に持ち込む
   鳥取県東部環境クリーンセンターに持ち込むことができます（10kgごとに390円）（p.20参照）。
　　※大きさが50cm以上のものやディスプレイも持ち込むことができます。

①ペットの場合

②野良猫・野鳥などの場合

その他の方法

・火葬する場合
　因幡霊場（0857-51-8320）に連絡し、持ち込んでください。（有料）

・焼却施設で焼却処理する場合
　リンピアいなばに直接持ち込んでください

　（冊子裏面の地図参照）
。（手数料：10㎏ごとに120 （）円 p.20参照）

・自宅の敷地内など私有地にあるとき（道路以外）
　リンピアいなばに直接持ち込んでください。（手数料：10㎏ごとに120 （）円 p.20参照）
　※鳥など小動物の場合は可燃ごみとしてごみステーションに出すこともできます。

・事業系管理地の場合（会社、工場、店舗、集合住宅、契約駐車場、農地、寺社など）
　管理者が処分してください。リンピアいなばに直接持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に
　運搬を依頼してください。（有料）（p.20,40参照）

・道路上などにあるとき
　各管理者にご連絡ください。
（国道）国土交通省鳥取国道維持出張所（0857-32-0830）
（県道）鳥取県県土整備局（0857-20-3606）
（市道）鳥取市道路課（0857-30-8351）
　　　　又は各総合支所産業建設課………国府町（0857-30-8656）　福部町（0857-30-8666）
　　　　　　 河原町（0858-71-1726）　用瀬町（0858-71-1896）   佐治町（0858-71-1916）
　　　　　　 気高町（0857-30-8676）   鹿野町（0857-30-8686）　青谷町（0857-30-8696）
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代表例 出し方の注意

自転車 掃除機 ソファー

石油ストーブ 電子レンジ

ベッド枠 マットレス ふとん

たんす

　

� 大型ごみ（有料）

一番長い辺（縦、横、高さ、直径のいずれか）が50cm以上のものが「大型ごみ」です。
可燃ごみとプラスチックごみは、指定袋に入らない大きさのものが大型ごみです。

大型ごみ受付センター

大型ごみを１世帯１回の申し込みで5点まで収集します。収集完了後に次の申し込みが可能です。

※多量に処分する場合は、一般廃棄物処理業許可業者に収集や処分を依頼してください。（p.40,41参照）
大型ごみの品目例、手数料はp.18,19をご確認ください。

※店舗や事業者から排出されるもの、業務用機器、処理施設で処理できないものは受付できません。

方法１．インターネット申し込み
受付時間：24時間いつでも申し込みが可能です（収集は平日の営業時間内のみ）
申し込み専用ページ：URL…https://www.tottori-oogatagomi.com
※画面に従って操作してください。
※操作が不明な場合はオンライン受付を中止して電話で問合せ又は申し込みください。

収集までの4ステップ
ステップ1 申し込み▲

代表例 処分の方法

自転車 掃除機 ソファー

石油ストーブ 電子レンジ ベッド枠

マットレス ふとん たんす

①大型ごみ受付センターに申し込む。（戸別有
料収集）
②可燃物と不燃物を分別して、それぞれの処
理施設に直接持ち込む。（p.20参照）
　可燃ごみ　リンピアいなば
　不燃ごみ　鳥取県東部環境クリーンセンター
※大型ごみに該当する製品は、解体して50cm
未満にしてもごみステーションに出せません。

� 大型ごみ（有料）

一番長い辺（縦、横、高さ、直径のいずれか）が50cm以上のものが「大型ごみ」です。

大型ごみ受付センター

大型ごみを１世帯１回の申し込みで5点まで収集します。収集完了後に次の申し込みが可能です。
※多量に処分する場合は、一般廃棄物処理業許可業者に収集や処分を依頼してください。（p.40,41参照）
大型ごみの品目例、手数料はp.18,19をご確認ください。
※手数料は令和５年10月2日以降の申し込みから一部改定しています。
※店舗や事業者から排出されるもの、業務用機器、処理施設で処理できないものは受付できません。

方法１．インターネット申し込み（令和５年10月２日 8：30から受付開始）
受付時間：24時間いつでも申し込みが可能です（収集は平日の営業時間内のみ）
申し込み専用ページ：URL…https://www.tottori-oogatagomi.com

画面に従って操作してください。
①メールアドレスを登録し、空メールを送信して届いたURLにログインする（初回のみ）。
②「氏名」「住所」等申し込み者情報を入力する。
③排出場所を指定する。
　※排出場所が不明な場合は電話で申し込みください。
④ごみの品目を選び、金額を確認する。
　※品目が見当たらないときは、オンライン受付を中止して電話で申し込みください。
⑤収集日を選択する。
⑥支払方法を選択する（オンライン決済又は納付券を購入）。※ステップ2へ

収集までの4ステップ
ステップ1 申し込み▲
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 ※1 ※1

※50㎝以上の家電製品（掃除機、扇風機等）、
　特定家電（p.13参照）や一部製品（スプリ
　ングマットレス、自転車等）は、解体・切断
　してごみステーションに出すことはできま
　せん。

※1 50㎝未満のものでも、大型ごみになる
ものがあります。（石油ストーブ、電子
レンジ、鉄アレイ、三輪車等）

※50㎝未満でも大型ごみ

・出し方…①大型ごみ受付センターに申し込む。（戸別有料収集）
②可燃物と不燃物を分別して、それぞれの処理施設（可燃ごみ：リンピアいなば、不燃
　ごみ：鳥取県東部環境クリーンセンター）に直接持ち込む。（有料）（p.20参照）
③一般廃棄物収集運搬業許可業者に直接収集運搬や処分を依頼する。（有料）（p.40参照）

or



・1階の屋外に出されたものを収集します。屋内からの搬出作業は行いません（玄関内も不可）。
・道路上には出さないでください。　・積み重ねず、整理して置いてください。
・特定家電は、家電リサイクル券を購入してください。（p.13参照）

方法２．電話で申し込み
大型ごみ受付センター専用　TEL:0857-22-0353
受付時間：月～金（祝日除く）8：30～16：30
電話申し込みの流れ
①電話で「住所」「氏名」「電話番号」「大型ごみの種類・個数」を伝えてください。
②大型ごみ受付センターから「収集予定日（午前・午後）」「受付番号」「手数料」をお知らせします。
　※時間の指定はできません。

方法１．クレジットカード又は電子マネーで支払い
※インターネットで申し込んだ場合のみ、クレジットカード又は
　電子マネーで支払いが可能です。画面に従って操作しお支払いください。
　受付完了時に画面に表示される受付番号と氏名、収集日を任意の紙（メモ用紙など）に油性ペンで
　はっきりと記入したものを、申し込み１点につき１枚用意してください。

方法２．納付券を購入
大型ごみ納付券（シール）を収集日までに購入してください。
　※大型ごみを複数点申し込んだ場合、それぞれに手数料分の納付券を
　　貼っていただきますので、合計金額ではなく１点ずつの金額の納付
　　券を購入してください。
　※納付券は払戻し、再発行はできません。
　※納付券には受付番号、氏名、収集日（記入欄がある納付券の場合）　
　　を記入してください。
　※納付券は令和５年７月に新しいデザインが加わりました。従来のデザインの納付券
　　も引き続き使用できます。どちらのデザインも有効期限はありません。

ステップ2 支払い▲

　市役所本庁舎生活環境課（2階25番窓口）、各総合支所市民福祉課、右の表示
があるコンビニエンスストア、スーパーマーケット等で取り扱っています。

大型ごみ納付券を販売している場所

排出時
の注意

収集予定日に、大型ごみを申し込み時に指定した場所（玄関前など1階屋外）へ持ち出
してください。支払い方法別で下記のものを排出物の見やすい所にしっかりと貼り付けてください。

ステップ3 ごみを排出▲

収集業者が伺い、支払いの確認ができたものを収集します。本人の立ち合いの
必要はありません（ただし特定家電の収集は立ち合いが必須です）。

ステップ4 収集▲

従来デザイン 新しいデザイン

No1234
鳥取花子
10月2日収集

No1234
鳥取花子
10月2日収集

Pay

● クレジットカード・電子マネーで支払いをされた方…受付番号・氏名・収集日を記入した紙（テープなどで貼り付ける）
● 大型ごみ納付券を購入された方… ）るけ付り貼てしがはらか紙台（）ルーシ（券付納

No1234
鳥取花子
10月2収集

No1234
鳥取花子
10/2 収集

No1234
鳥取花子
10/2 収集

No1234
鳥取花子
10/2 収集

・1階の屋外に出されたものを収集します。屋内からの搬出作業は行いません（玄関内も不可）。
・道路上には出さないでください。　・積み重ねず、整理して置いてください。
・特定家電は、家電リサイクル券を購入してください。（p.13参照）

方法２．電話で申し込み
大型ごみ受付センター専用　 （料金等の問合せもこちら）TEL:0857-22-0353
受付時間：月～金（祝日除く）8：30～16：30
電話申し込みの流れ
①電話で「住所」「氏名」「電話番号」「大型ごみの種類・個数」を伝えてください。
②大型ごみ受付センターから「収集予定日」「受付番号」「手数料」をお知らせします。
　※時間の指定はできません。

※やむを得ず事前に購入できない場合は、収集日に立ち会い、収集員から納付券を購入することも可能です。
※事前に大型ごみ受付センターに申し込み、必要な納付券の金額を確認したうえで購入してください。

方法１．クレジットカード又は電子マネーで支払い
※インターネットで申し込んだ場合のみ、クレジットカード又は電子マネーで支払いが
　可能です。画面に従って操作しお支払いください。
　受付完了時に画面に表示される受付番号と氏名、収集日を任意の紙（メモ用紙など）に油性
　ペンではっきりと記入したものを、申し込み１点につき１枚用意してください。

方法２．納付券を購入
大型ごみ納付券（シール）を収集日までに購入してください。
　※大型ごみを複数点申し込んだ場合、それぞれに手数料分の納付券を
　　貼っていただきますので、合計金額ではなく１点ずつの金額の納付
　　券を購入してください。
　※納付券は払戻し、再発行はできません。
　※納付券には受付番号、氏名、収集日を記入してください。
※納付券に有効期限はありません。

ステップ2 支払い▲

　市役所本庁舎生活環境課（2階25番窓口）、各総合支所市民福祉課、一部コンビニエン
スストア等で取り扱っています。

大型ごみ納付券を販売している場所

排出時
の注意

収集予定日に、大型ごみの申し込み時に指定した場所（玄関前など1階屋外）へ持ち出
してください。支払い方法別で下記のものを排出物の見やすい所にしっかりと貼り付けてください。

ステップ3 ごみを排出▲

収集業者が伺い、支払いの確認ができたものを収集します。本人立ち会いの必
要はありません（ただし特定家電の収集は立ち会いが必須です）。

ステップ4 収集▲
No1234
鳥取花子
10月2日収集

Pay

● クレジットカード・電子マネーで支払いをされた方…受付番号・氏名・収集日を記入した紙（テープなどで貼り付ける）
● 納付券を購入された方… ）ルーシ（券付納

No1234
鳥取花子
10月2収集

No1234
鳥取花子
10/2 収集

No1234
鳥取花子
10/2 収集

No1234
鳥取花子
10/2 収集
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品　　　　　　　目 処理手数料
アイロン台（１辺が 50cm 以上） 500 円
アコーディオンカーテン 1,000 円
雨どい１本（長さが 50cm 以上） 500 円
アンプ・チューナー類（ステレオ用）

（１辺が 50cm 以上） 500 円

衣装ケース（金属製）（１辺が 50cm 以上） 500 円
衣装ケース（プラスチック製・木製）（指
定袋に入らないもの）（３個まで） 500 円

いす（１辺が 50cm 以上） 500 円
いす型あんま機 / マッサージチェア 3,000 円
一輪車（スポーツ用） 500 円
一輪車（ねこ車） 1,000 円
臼（うす）（木製） 2,500 円
カーペット / じゅうたん（指定袋に入ら
ないもの） 500 円

ガスコンロ / ガステーブル（ビルトイン
タイプを除く） 500 円

カラーボックス（指定袋に入らないもの） 500 円
カラオケセット 1,000 円
キーボード（音楽用）（長さが 50cm 以上） 500 円
脚立 500 円
鏡台 / ドレッサー 1,000 円
空気清浄機（１辺が 50cm 以上） 500 円
クーラーボックス（１辺が 50cm 以上） 500 円
下駄箱（幅と高さの合計が２ｍ未満） 1,000 円
下駄箱（幅と高さの合計が２ｍ～３ｍ未満） 1,500 円
下駄箱（幅と高さの合計が３ｍ以上） 2,000 円
玄関泥落としマット（金属製）（１辺が
50cm 以上） 500 円

こたつ（台と板セット・台のみ） 1,000 円
こたつ（板のみ） 500 円
米びつ/ライスハイザー（１辺が50cm以上） 500 円
ゴルフクラブ（５本まで） 500 円
ゴルフバッグ 500 円
コンテナ（プラスチック製）（指定袋に入
らないもの）（２箱まで） 500 円

サイクリングマシーン 1,500 円
座いす（金属を含むもの） 1,000 円
サイドボード 1,000 円
座卓（１辺が 50cm 以上） 500 円
ざる（直径が 50cm 以上）（３つまで） 500 円
三脚（カメラ・ビデオカメラ用）（長さが
50cm 以上）（２脚まで） 500 円

三輪車（こども用を含む） 500 円
室外アンテナ（テレビ用） 500 円
自転車 500 円
収納ケース（金属製）（１辺が 50cm 以上） 500 円

品　　　　　　　目 処理手数料
収納ケース（プラスチック製）（指定袋に
はいらないもの）（３箱まで） 500 円

障子（ふすま） 500 円
浄水器（50cm 以上） 500 円
照明器具（１辺が 50cm 以上） 500 円
除湿機（コンプレッサータイプを除く） 500 円
食器洗い乾燥機（１辺が 50cm 以上）（ビ
ルトイン式を除く） 500 円

食器乾燥機（１辺が 50cm 以上） 500 円
食器棚（幅と高さの合計が２ｍ未満） 1,000 円
食器棚（幅と高さの合計が２ｍ～３ｍ未満） 1,500 円
食器棚（幅と高さの合計が３ｍ以上） 2,000 円
水槽（１辺が 50cm～90cm 未満） 500 円
水槽（１辺が 90cm 以上） 1,500 円
スーツケース（１辺が 50cm 以上） 500 円
姿見 500 円
スキー板 500 円
スコップ（金属製・プラスチック製）（50cm
以上）（２本まで） 500 円

スチール整理棚（幅と高さの合計が２ｍ
以下） 1,000 円

スチール整理棚（幅と高さの合計が２ｍ
～３ｍ未満） 1,500 円

スチール整理棚（幅と高さの合計が３ｍ
以上） 2,500 円

ステレオセット（ミニコンポ）（１辺が
50cm 以上） 1,000 円

ステレオセット（ミニコンポ以外） 2,000 円
ステンレスパイプ棚 1,000 円
ストーブ（石油） 500 円
ストーブ（電気・ガス）（50cm 以上） 500 円
スノーダンプ 500 円
スノーボード 500 円
すのこ（指定袋に入らないもの・長い辺
が２ｍ未満のもの）（３枚まで） 500 円

スピーカー（１辺が 50cm 以上）（１組） 1,500 円
すべり台（幼児用） 1,000 円
ズボンプレッサー 500 円
扇風機（長さ 50cm 以上） 500 円
掃除機（ハンディ型・ロボット型を除く） 500 円
ソファー（１人用） 1,500 円
ソファー（２人用以上） 2,000 円
タイヤチェーン（ラバー製を除く） 500 円
畳（２枚まで） 1,000 円
たらい（50cm 以上）（３つまで） 500 円
たんす（幅と高さの合計が２ｍ未満） 1,000 円
たんす（幅と高さの合計が２ｍ～３ｍ未満） 1,500 円



※ この表は一例です。一覧表にない品目の料金は大型ごみ受付センター（Tel：0857-22-0353）にお問い合わせいただく

大型ごみ品目リスト手数料検索 →

か、鳥取市大型ごみインターネット受付専用ウェブサイト内の「大型ごみ品目リスト手数料検索」をご利用ください。 

※ 上記やウェブサイト（鳥取市公式・大型ごみ受付システム）の一覧表に該当がない場合は、類似する品目の処理手数
料となります。大型ごみ受付センターにお問い合わせください。 

※ 可燃ごみ（ふとん、カーペットなど）、プラスチックごみ（コンテナ、収納ケース、プランター、ポリタンクなど）は、
指定袋に入れてごみステーションに出すこともできます。 
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品　　　　　　　目 処理手数料
たんす（幅と高さの合計が３ｍ以上） 2,000 円
チャイルドシート 1,000 円
机（木製） 1,000 円
机（スチール製） 1,500 円
釣り竿（50cm 以上）（５本まで） 500 円
テーブル（応接セット用以外） 1,000 円
テーブル（応接セット用）（木製） 500 円
テレビ台 1,000 円
電気カーペット 500 円
電気毛布（指定袋に入らないもの） 500 円
電子レンジ（オーブン機能無し） 500 円
電子レンジ / オーブンレンジ（オーブン
機能有り） 1,000 円

天体望遠鏡（長さが 50cm 以上） 1,000 円
テント（キャンプ用） 1,000 円
電動自転車（補助動力付自転車）（バッテ
リーを除く） 1,000 円

戸棚（幅と高さの合計が２ｍ未満） 1,000 円
戸棚（幅と高さの合計が２ｍ～３ｍ未満） 1,500 円
戸棚（幅と高さの合計が３ｍ以上） 2,000 円
トタン１枚（1 辺が 50㎝以上） 500 円
流し台（可動式） 2,000 円
バケツ（50cm 以上）（３つまで） 500 円
バット（野球用）（５本まで） 500 円
ビーチパラソル 500 円
ビデオデッキ（１辺が 50cm 以上） 500 円
ファンヒーター（石油） 500 円
ファンヒーター（電気・ガス）（50cm 以上） 500 円
ふとん（指定袋に入らないもの）（５枚まで） 500 円
ふとん乾燥機（１辺が 50cm 以上） 500 円
ブラインド 500 円
ぶらさがり健康器 1,000 円
プランター（プラスチック製）（指定袋に
入らないもの）（５つまで） 500 円

品　　　　　　　目 処理手数料
プリンター（１辺が 50cm 以上） 500 円
風呂のふた 500 円
ベッド枠（シングル） 500 円
ベッド枠（ダブル・セミダブル・２段） 1,000 円
ベビーカー 1,000 円
便座（１辺が 50cm 以上） 500 円
ベンチ（家庭用）（１辺が 50cm 以上） 1,000 円
ほうき（長さが 50cm 以上）（５本まで） 500 円
歩行器（１辺が 50cm 以上） 500 円
ポリタンク（プラスチック製）（５つまで） 500 円
本棚（スチール製）（幅と高さの合計が２
ｍ未満） 1,000 円

本棚（スチール製）（幅と高さの合計が２
ｍ～３ｍ未満） 2,000 円

本棚（スチール製）（幅と高さの合計が３
ｍ以上） 2,500 円

本棚（木製）（幅と高さの合計が２ｍ未満） 1,000 円
本棚（木製）（幅と高さの合計が２ｍ～３
ｍ未満） 1,500 円

本棚（木製）（幅と高さの合計が３ｍ以上） 2,000 円
マットレス（スプリングを含まないもの） 500 円
マットレス（スプリングマットレス） 3,000 円
ミシン（足踏み式） 1,500 円
ミシン（卓上式）（１辺が 50cm 以上） 500 円
もちつき機（１辺が 50cm 以上） 500 円
モップ（柄付きモップ）（50cm 以上）（５
本まで） 500 円

物干し竿（50cm 以上）（３本まで） 500 円
物干し台（コンクリート台）（２つまで） 1,000 円
ラジカセ（１辺が 50cm 以上） 500 円
ランニングマシーン 1,000 円
レンジ台 1,000 円
ワープロ（1 辺が 50cm 以上） 500 円
ワゴン（食卓用） 500 円



4 処理施設への持ち込み

　家庭ごみを一度に多量に処分したい場合やごみステーションに出すことができない大型ごみなど
は、直接処理施設まで持ち込むことができます。
※他者に依頼する場合は「一般廃棄物収集運搬業許可」のある業者に委託をしてください。（p.40参照）

排出方法

・可燃ごみと不燃ごみに分別し、それぞれの処理施設に持ち込んでください。
　※分別が不十分な場合、持ち込みできない場合があります。
　※鳥取市指定袋（可燃ごみ、プラスチックごみ）を使用する必要はありません。
・ごみの荷降ろしは、持ち込み者本人が行います。

①受付窓口まで車のまま進入し、ごみ積載時の車両の計量をする。
②受付後、係員の指示に従い、指定場所にごみを降ろす。
③ごみの荷降ろし後、出口で再度車両の計量をし、ごみの重さに応じて処理手数料を支払う。

搬入の流れ

可燃ごみ 不燃ごみ
施設の名称 リンピアいなば

※裏表紙の地図参照
鳥取県東部環境クリーンセンター
※裏表紙の地図参照

ところ 鳥取市河原町山手 925 番地 鳥取市伏野 2220 番地

連絡先 平日　 0857-26-0596
土曜日・祝日 0858-85-3010

0857-59-1802

受付時間 月～金 8：30 ～16：30
土 8：30 ～12：00
※祝日含む

月～金  8：30 ～12：00
 　　　　　13：00 ～16：00
第 2・4 土  8：30 ～11：30
※祝日除く

休業日 日曜日、年始（1月1日～1月3日） 第1・3・5 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

手数料 10kg ごとに 120 円 10kg ごとに 390 円

注意 ・  金具など不燃部分は取り外し、可燃物のみ持
ち込んでください。

・   下記の搬入可能サイズを超過するものは持ち
込めません。

　木製家具などの木製品：幅 120cm ×高さ
250cm ×奥行 90cm まで

 丸太・角材：太さ（直径または 1 辺）25cm
かつ長さ 200cm まで

木板：幅200cm×奥行120cm×厚さ5cmまで
　畳：1 家庭 1 日 20 枚まで

・あらかじめごみの種類ごとに分別してください。
・ 特定家電（p.13 参照）、産業廃棄物、日常生

活で出るごみではないもの、180cm 以上のも
のは持ち込めません。
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・ 特定家電（p.13 参照）、産業廃棄物、日常生

活で出るごみではないもの、180cm 以上のも
のは持ち込めません。

20
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
あ アイスピック 小型破砕 透明又は半透明の袋に入れて出してください。

アイロン 小型破砕

アイロン台
木製 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小

型破砕ごみです。指定袋に入らないものは大型ごみです。
金属製・複合素材 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。布部分は外して可

燃ごみに出してください。

アクセサリー
木製・紙製・皮革製 可　燃
金属製・複合素材 小型破砕 可燃部分、プラスチック部分は外してそれぞれ分別して出

してください。
アコーディオンカーテン 大　型
あぜシート 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
アタッシュケース 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
アダプタ 小型破砕
圧力なべ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

油 食用・食用以外 可　燃

布や紙に浸み込ませるか油処理剤で固めるなどし、油が指
定袋から漏れないようにして出してください。量が多い場
合は購入先又は専門業者に処理を相談してください。事業
で出た廃油は全て持出禁止です。産業廃棄物として処分し
てください。

油の容器
（食用）

ビン・缶 資　源 中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
一斗缶は小型破砕ごみです。

プラスチック製 プラスチック 中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。

油の容器
（食用以外）

ビン・缶 小型破砕
布や紙でふき取るなどして中身を空にし、ふたを外して出
してください。50cm 以上の缶は持出禁止です。購入先又
は専門業者に処理を依頼してください。

プラスチック製 プラスチック 布や紙でふき取るなどして中身を空にし、ふたを外して出
してください。

雨具・カッパ 可　燃
雨戸（木製） 大　型 金属製（アルミサッシ等）は持出禁止です。購入先又は専

門業者に処理を依頼してください。

雨どい 大　型

金属製で小型破砕ごみに出す場合は 50cm 未満のものを 1
度に3本までとしてください。プラスチック製で指定袋に
入るものはプラスチックごみに出すことができます。工事
等に伴って出たものは持出禁止です。工事業者に処理を依
頼してください。

網（ネット）
金属製 小型破砕

農業等事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分して
ください。プラスチック製 プラスチック

金属製・プラスチック製以外 可　燃
編み機 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
網戸（金属製） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。木製は大

型ごみです。
網戸の網 可　燃 金属製のものは束ねて小型破砕ごみに出してください。
アルバム 可　燃
アルミはく鍋（うどん・ラーメン等） 小型破砕 汚れが取れないものは可燃ごみに出してください。
アルミホイル 小型破砕 汚れが取れないものは可燃ごみに出してください。
アルミホイール（自動車、単車） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

アルミレンジガード 小型破砕
汚れが取れないものは可燃ごみに出してください。50cm
以上のもの、汚れが取れないもので可燃ごみ指定袋に入ら
ないものは大型ごみです。

泡立器 小型破砕

あんか 小型破砕
豆炭用（石綿使用）は分解せず透明又は半透明の袋に入れ
てテープ等で封をし、袋に油性ペン等で「豆炭あんか」等
品名を書いて出してください。豆炭は可燃ごみです。

アンテナ 室内用 小型破砕
室外用 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

アンプ（ステレオ用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

あんま機 大　型
50cm 未満のものは小型破砕ごみです。その際、可燃部分
はできるだけ外して可燃ごみに出してください。電池は外
して乾電池等に出してください。50cm 未満で電池が外せ
ないものは有害ごみです。

い
石 持出禁止

庭や農地等で再利用するか、鳥取県東部環境クリーンセン
ター（不燃物処理施設）にお問い合わせください。（p.20
参照）

衣装ケース、
ファンシー
ケース

木製・紙製 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。
金属製 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
プラスチック製 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れてください。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
い

い す・ 折 り
たたみいす

木製 大　型
可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。その際、
金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小
型破砕ごみです。

金属製 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
プラスチック製 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れてください。

板きれ 可　燃 指定袋に入らないものは大型ごみです。
板戸（木製） 大　型 金属製（アルミサッシ等）は持出禁止です。購入先又は専

門業者に処理を依頼してください。

一輪車
スポーツ用 大　型
運搬用・ネコ車 大　型 農業等事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分して

ください。
一斗缶 小型破砕 中身を空にしてふたを外して出してください。

犬小屋・ケージ 大　型
可燃ごみ（布製、木製）、プラスチックごみに出す場合は
各指定袋に入れてください。50cm 未満の金属製のものは
小型破砕ごみです。捕獲用のケージは持出禁止です。産業
廃棄物として処分してください。

イヤホン 小型破砕 ワイヤレスイヤホン等充電式のものは有害ごみです（充電
ケースも含む）。

イヤリング・ピアス 小型破砕 可燃部分、プラスチック部分は外してそれぞれ分別して出
してください。

医療系廃棄物
注射器・注射針・注射用薬
剤 容 器（ ア ン プ ル・ イ ン
スリンのビン等）・医療用
チューブ等

持出禁止

医療機関に引き取りを依頼してください（p.3 参照）。血糖
値測定器は針の部分が外された電子機器部分のみは小型破
砕ごみとして出すことができます。病院から処方された内
服薬、吸入器の容器は、スプレー式のものは有害ごみ、金
属を含むケース等は小型破砕ごみ、全てがプラスチック製
のものはプラスチックごみです。錠剤の包装（プラスチッ
クとアルミの混合包装）は可燃ごみです。

衣類乾燥機 特定家電 p.13 参照
イルミネーションライト 小型破砕 束ねて出してください。電池は外して乾電池等に出してく

ださい。
入れ歯 小型破砕
印鑑・はんこ（木製） 可　燃 木製以外のものは小型破砕ごみです。
インクカートリッジ 小型破砕 販売店等でリサイクル回収しています。トナーは持出禁止

です。製造メーカーの自主回収を利用してください。
インクリボン 可　燃

う ウィンド型エアコン 特定家電 p.13 参照
ウィンドファン 大　型

植木 可　燃
剪定した木の枝で直径 3cm 以内かつ長さ 50cm 未満のもの
は、片手で持てる程度の量をひもで束ねて、指定袋に入れ
ずに一度に2束まで出すことができます。直径 3cm～25cm
のものは指定袋に入れて出してください。

植木鉢
陶磁器製・金属製 小型破砕 土や泥は洗い落として出してください。50cm 以上のもの

は大型ごみです。
プラスチック製 プラスチック 土や泥は洗い落として出してください。指定袋に入らない

ものは大型ごみです。
植木用支柱（金属製） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。木製・竹製は可燃

ごみです。
ウエットスーツ 可　燃

ウォーターサーバー（本体） 大　型
コンプレッサータイプは持出禁止です。購入先又は専門業
者に処理を依頼してください。50cm 未満のものは小型破
砕ごみです。

ウォーターサーバー用ボトル プラスチック ペットボトルマークがついているものもプラスチックごみ
です。

浮き輪・浮き袋・浮き具 プラスチック

臼（うす） 木製 大　型
石製 持出禁止 専門業者又は石材店に処理を依頼してください。

雨水桝のふた 小型破砕
30cm 以上のものは持出禁止です。工事業者に処理を依頼
してください。事業活動に伴うものは持出禁止です。産業
廃棄物として処分してください。

うちわ・せんす 可　燃 プラスチックの部分はできるだけ外してプラスチックごみ
に出してください。

乳母車・ベビーカー・ベビーバギー 大　型
ウレタンソファー 大　型
ウレタンマット 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れてください。

その際、布部分は外して可燃ごみに出してください。
え エアコン（室外機・室内機） 特定家電 p.13 参照。フィルターは可燃ごみです。

ＨＩＤランプ（車用） 乾電池等 キット部分は外して小型破砕ごみに出してください。
ＡＶラック 大　型
枝切りばさみ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
絵の具チューブ 可　燃 金属製のものは小型破砕ごみです。中身を空にしてふたを

外して出してください。絵の具は可燃ごみです。
ＬＥＤ照明 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。ＬＥＤ直管は乾電池等

に出してください。ただし割れたものは小型破砕ごみです。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
え 塩化ビニル管（事業活動に係らないもの） 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れて出してくだ

さい。その際、一度に出せる量は2袋までです。
延長コード 小型破砕 束ねて出してください。
延長ドラム（巻き取り型） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
煙突 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
鉛筆削り器 小型破砕 削りかすは可燃ごみに出してください。

お
オイル（食用・食用以外） 可　燃

布や紙に浸み込ませるか固化剤で固め、油が漏れないよう指
定袋に入れて出してください。量が多い場合は購入先又は
専門業者に処理を相談してください。事業活動で出た廃油
は全て持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。

オイル缶
食用 資　源

中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
ミルク缶の大きさ（高さ 20cm×直径 15cm）を超えるもの
は小型破砕ごみです。

食用以外 小型破砕
布や紙でふき取るなどして中身を空にし、ふたを外して出
してください。50cm 以上のものは持出禁止です。購入先
又は専門業者に処理を依頼してください。

オイルヒーター 大　型 50cm 未満のものも大型ごみです。
王冠（ビンのふた） 小型破砕 プラスチック製のものはプラスチックごみに出してください。
オーディオラック 大　型

オートバイ 持出禁止
製造メーカーの自主回収を利用してください。問い合わせ
先：二輪車リサイクルコールセンター（TEL：050-3000-
0727）

オーブントースター 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
オーブンレンジ 大　型 50cm 未満のものも大型ごみです。ビルトイン式は持出禁

止です。工事業者に処理を依頼してください。
押しピン（がびょう） 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。
お玉（しゃくし） 小型破砕 プラスチック製のものはプラスチックごみです。木製、シ

リコン製は可燃ごみです。
落ち葉 可　燃 1回に持ち出す量は、2袋までにしてください。
おまる（トイレトレーニング） 小型破砕 汚物は取り除いて出してください。50cm 以上のものは大

型ごみです。
おむつ（おしめ） 可　燃 汚物は取り除いて出してください。

おもちゃ
布製・木製・シリコン製 可　燃 指定袋に入らないものは大型ごみです。
金属製・複合素材 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。
プラスチック製 プラスチック 指定袋に入らないものは大型ごみです。

オルガン 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
オルゴール 小型破砕 木製の部分は外して可燃ごみに出してください。
おろしがね・
おろし器

金属製・陶磁器製・複合素
材 小型破砕 プラスチックのみでできた製品はプラスチックごみです。

温水洗浄便座（ウォシュレット等） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

温度計

白灯油使用（アルコール温
度計）・デジタル式 小型破砕 デジタル式の電池は外して乾電池等に出してください。電

池が外せないものは有害ごみです。

水銀使用（液体が銀色） 乾電池等

ケース入り製品はケースに入れて出してください。ケース
が無いものは透明又は半透明の袋に入れて出してくださ
い。割れたものは漏れ出た水銀も一緒に透明又は半透明の
容器か袋に入れ、油性ペン等で「水銀」と書いてください。
袋に入れる場合、電池とは別の袋に入れてください。

か カーステレオ（カーコンポ） 小型破砕
カーテン 可　燃
カーテンレール 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
カード 可　燃 クレジットカード、キャッシュカード等ははさみで刻むな

どして出してください。
カートリッジボンベ（炭酸ガス用） 有害ごみ 未使用品は持出禁止です。製造元に確認してください。炭

酸ガスシリンダー（炭酸水サーバー用）は p.31 参照。
カーナビ（カーナビゲーション） 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
カーペット 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。電気カー

ペットのセンサー、コード部分は小型破砕ごみです。
カーボン紙 可　燃 古紙類には出さないでください。
貝殻 可　燃
懐中電灯 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せないも

のは有害ごみです。

カイロ
使い捨て 可　燃
充電式 有害ごみ 電池が取り外せるものは、電池は乾電池等に、製品本体は

小型破砕ごみに出してください。
金属製 小型破砕 中のベンジンは使い切ってください。

鏡 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。割れたものは透明又は
半透明の袋に入れて出してください。

鍵（かぎ） 小型破砕
学習机 大　型
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
か

額縁
木製 可　燃 ガラスの部分は外して小型破砕ごみに出してください。指

定袋に入らないものは大型ごみです。
木製以外 小型破砕 木製・紙製の部分は外して可燃ごみに出してください。

50cm 以上のものは大型ごみです。
掛軸 可　燃 軸棒がプラスチックのものは外してプラスチックごみに出

してください。
傘 小型破砕 生地はできるだけ外して可燃ごみに出してください。

50cm 以上のものも小型破砕ごみです。
火災警報器 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。

傘立て
木製 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。

木製以外 大　型
金属製・陶磁器製で 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
プラスチック製で指定袋に入るものはプラスチックごみ
です。

菓子缶 資　源
中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
ミルク缶の大きさ（高さ 20cm×直径 15cm）を超えるもの
は小型破砕ごみです。金属製のふたは小型破砕ごみ、プラ
スチック製のふたはプラスチックごみです。

加湿器 小型破砕 水は抜いてください。50cm 以上のものは大型ごみです。
フィルターは可燃ごみです。

ガス缶（ＣＢ缶・ОＤ缶） 有害ごみ カセットガスボンベ缶・アウトドア缶。中身を空にして出
してください。

ガス給湯器 台所用 小型破砕 50cm 以上のものは持出禁止です。工事業者に処理を依頼
してください。

風呂用 持出禁止 工事業者に処理を依頼してください。

ガスコンロ（ガステーブル・ガスレンジ） 大　型
50cm 未満のものは小型破砕ごみです。電池は外して乾電
池等に出してください。ビルトイン式は持出禁止です。工
事業者に処理を依頼してください。

ガスボンベ（カセットボンベ以外） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
ガスマット 小型破砕 汚れを落として出してください。汚れが取れないものは可

燃ごみに出してください。
カセットコンロ 小型破砕 カセットボンベは外して有害ごみに、電池は外して乾電池

等に出してください。50cm 以上のものは大型ごみです。
カセットテープ 小型破砕
カセットデッキ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
カセットボンベ（卓上コンロ用） 有害ごみ 中身を空にして出してください。

ガソリン携行缶 小型破砕
必ず中身を空にしてふたを外して出してください。50cm
以上のものは持出禁止です。購入先又は専門業者に処理を
依頼してください。

カッターナイフ 小型破砕
刃は本体に収めて出してください。刃のみ出す場合は、透
明なケースに入れるか刃先をデープ等で覆ったうえで透明
又は半透明の袋に入れてください。

カッパ（雨具） 可　燃
かつら・ウィッグ 可　燃
かなづち 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。事業用は持出禁止です。

産業廃棄物として処分してください。
金たわし 小型破砕
加熱式たばこ機器 有害ごみ 使用済み加熱式たばこ機器回収店舗（販売店等）のリサイ

クル回収も利用してください。
かばん 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小

型破砕ごみです。指定袋に入らないものは大型ごみです。
がびょう・押しピン 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。

花びん・花器 陶磁器製・ガラス製 小型破砕 割れたものは透明又は半透明の袋に入れて出してくださ
い。50cm 以上のものは大型ごみです。

プラスチック製 プラスチック 指定袋に入らないものは大型ごみです。
鎌（かま） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。農業等事業用は持出禁

止です。産業廃棄物として処分してください。
かまど（金属製） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
かまどストーブ 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
かみそり 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。
紙パック

（飲料用）
中が白いもの 古紙類 洗って切り開き乾燥させて出してください。
中が銀色のもの 可　燃

紙やすり（サンドペーパー） 可　燃
カメラ 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。
蚊帳（かや） 可　燃
カラーボックス 大　型 木製で指定袋に入るものは可燃ごみです。

カラオケセット 大　型
50cm 未満のものは小型破砕ごみです。その際、電池は外
して乾電池等に出してください。50cm 未満で電池が外せ
ないものは有害ごみです。

ガラスくず（破片） 小型破砕 透明又は半透明の袋に入れて出してください。50cm 以上
のものは大型ごみです。

ガラスコップ・食器 小型破砕 割れたものは透明又は半透明の袋に入れて出してください。
ガラス戸 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
か

刈込機
エンジン付き 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
電動式 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。充電式電池（バッ

テリー）は外して電池等に出してください。
革製品（カバン・ジャンパー等） 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小

型破砕ごみです。
瓦（かわら） 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお

問い合わせください。（p.20 参照）

缶
飲食用 資　源

中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
ミルク缶の大きさ（高さ 20cm×直径 15cm）を超えるもの
は小型破砕ごみです。

飲食用以外 小型破砕
中身を空にしてさっと洗って出してください。スプレー
缶、カセットボンベは中身を空にして有害ごみに出してく
ださい。

換気扇 小型破砕
50cm 以上のもの、埋込式（ダクト型、レンジフード型等）、
モーター式の床下換気扇は持出禁止です。購入先又は専門
業者、工事業者に処理を依頼してください。

換気扇のカバー（フィルター） 可　燃
缶切り 小型破砕
緩衝材 プラスチック エアキャップ（プチプチ）等。紙製は可燃ごみに出してく

ださい。

乾燥機
ふとん・靴用 小型破砕 乾燥袋は可燃ごみです。
食器用 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。ビルトイン式は持

出禁止です。工事業者に処理を依頼してください。
衣類用 特定家電 p.13参照。衣類乾燥機能付き布団乾燥機は小型破砕ごみです。

乾燥剤（シリカゲル・石炭等） 可　燃

缶づめのふた 小型破砕
プルトップ式のふた、切り取った缶のふた等。さっと洗っ
て出してください。プラスチック製のふたはプラスチック
ごみです。

かんな 小型破砕 木製の部分は外して可燃ごみに出してください。大工等事
業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。

感熱紙 可　燃 レシート、ＦＡＸ用紙等。古紙類には出さないでください。
き キーボード 音楽用 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

パソコン・ワープロ用 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
キーホルダー 小型破砕 可燃部分、プラスチック部分は外してそれぞれ分別して出

してください。
木くず 可　燃 指定袋に入れて出してください。
義手・義足 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお

問い合わせください。（p.20 参照）
ギター 大　型
キックボード 大　型
キッチンタイマー 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。
きね 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。
着物 可　燃
脚立（きゃたつ） 大　型
キャビネット 大　型
キャリーケース 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

給湯器（台所用） 小型破砕
ゴムホースは可燃ごみです。50cm以上のもの、お風呂用（タ
ンク含む）は持出禁止です。購入先又は専門業者に処理を
依頼してください。

牛乳パック 古紙類 洗って切り開き乾燥させ、「書籍・雑誌」の分類で束ねて
出してください。

給油ポンプ
（家庭用）

電池式 小型破砕
電池は外して乾電池等に出してください。ポリタンク用は
50cm 以上のものも小型破砕ごみです。ドラム缶用は持出
禁止です。購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

手動式 プラスチック 金属の部分は除いてください。除いた金属は小型破砕ごみ
です。指定袋に入らないものは大型ごみです。

鏡台・ドレッサー 大　型

金庫 耐火用 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
手提げ用 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

く 空気入れ 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
空気清浄機 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。フィルターは可燃

ごみです。
クーラー・エアコン（室外機・室内機） 特定家電 p.13 参照
クーラーバッグ 可　燃
クーラーボックス 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
釘 小型破砕 透明又は半透明の袋に入れて出してください。
くぎ抜き 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。大工等事業用は持出禁

止です。産業廃棄物として処分してください。
草 可　燃 土をきれいに落として指定袋に入れて出してください。1

回に持ち出す量は、2袋までにしてください。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
く 草刈り鎌（大鎌） 大　型 木製の部分は指定袋に入る場合は可燃ごみ、50cm 未満の金

属の部分は小型破砕ごみに分別して出すこともできます。

草刈機
エンジン付き 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
電動式 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。充電式電池（バッ

テリー）は外して乾電池等に出してください。
草刈機の刃 小型破砕 農業等事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分して

ください。

鎖・チェーン 金属製 大　型 アクセサリー用のものは小型破砕ごみです。
プラスチック製 プラスチック

薬のビン
のみ薬 資　源 中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。

金属製のふたは小型破砕ごみです。
のみ薬以外（きず薬・消毒
薬等） 小型破砕 中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。

金属製のふたは小型破砕ごみです。
薬（錠剤）の包装 可　燃 プラスチックとアルミの混合包装も可燃ごみです。

靴
革靴、サンダル、スニーカー、
長靴、安全靴等 可　燃 照明が付いた靴も可燃ごみです。
スキー・スノーボード靴 小型破砕 ソフトタイプは可燃ごみです。
スケート靴 小型破砕

クッキングヒーター 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。ビルトイン式は持
出禁止です。工事業者に処理を依頼してください。

クッション 可　燃

中身がプラスチック素材のものは中身はプラスチックご
み、布部分は可燃ごみに分別して出してください。ただし
マイクロビーズクッションは中身を分けずに製品そのまま
をポリ袋に入れてしっかり口を閉じたうえで、指定袋に入
れて可燃ごみに出してください。指定袋に入らないものは
大型ごみです。

クッション材 紙製（梱包用緩衝材等） 可　燃
プラスチック製 プラスチック

靴べら 金属製・複合素材 小型破砕
プラスチック製 プラスチック

グラウンドゴルフのスティック 小型破砕 50cm以上のもの、大部分が木製のものも小型破砕ごみです。
グラウンドゴルフの球 小型破砕
クラッカー（パーティー用） 可　燃 水気を含ませて少量ずつ出してください。
クリップ 小型破砕
車椅子 大　型 ハンドル操作式の電動乗用タイプは持出禁止です。購入先

又は専門業者に処理を依頼してください。
グローブ（スポーツ用） 可　燃
グローランプ（グロー球） 小型破砕
くわ（家庭用） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。農業等事業用は持出禁

止です。産業廃棄物として処分してください。

くん煙剤（バ
ルサン等）

スプレータイプ 有害ごみ
水を使用するタイプ・こすっ
て着火するタイプ 小型破砕 プラスチック製の袋や容器はプラスチックごみに出してく

ださい。
け 蛍光管・LED 直管 乾電池等 紙筒等に入れて出してください。ガムテープ等で束ねない

でください。割れたものは小型破砕ごみです。
計算機 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。

けいそう土製品（バスマット等） 小型破砕
透明又は半透明の袋に入れて、テープ等でしっかりと封を
して割らずに出してください。袋には「けいそう土」と油
性ペン等で書いてください。50cm 以上のものは大型ごみ
です。

携帯電話 小型破砕
充電式電池（バッテリー）は外して乾電池等に出してくだ
さい。電池が外せないものは有害ごみです。製造メーカー
や販売店での回収も利用してください。

携帯トイレ 可　燃 汚物は取り除いて出してください。
ケージ（小動物の檻） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。捕獲用のケージは

持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。
ゲートボールのスティック 小型破砕 50cm以上のもの、大部分が木製のものも小型破砕ごみです。
ゲートボールの球 小型破砕
ケーブル（パソコン等の接続用） 小型破砕 束ねて出してください。
ゲーム機（家庭用） 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。
ゲームソフト 小型破砕 ケース、説明書等はそれぞれの分別に従って出してください。

化粧品容器 金属製・ガラス製・複合素材 小型破砕 中身を空にしてふたを外して出してください。スプレー缶
は有害ごみです。

プラスチック製 プラスチック 中身を空にしてふたを外して出してください。
下駄箱 大　型

血圧計

デジタル式 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。布、チューブ部
分は可燃ごみです。

水銀使用 乾電池等

布、チューブ部分は可燃ごみです。その他は分解せずそ
のまま出してください。割れたものは漏れ出た水銀も一
緒に透明又は半透明の容器か袋に入れ、油性ペン等で「水
銀」と書いて出してください。電池とは別の袋に入れて
ください。
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け

検 温 器・ 検
湿器

白灯油使用（アルコール温
度計）・デジタル式 小型破砕

50cm 以上のものは大型ごみです。デジタル式の電池は外
して乾電池等に出してください。電池が外せないものは有
害ごみです。

水銀使用（液体が銀色） 乾電池等

ケース入り製品はケースに入れて出してください。ケース
が無いものは透明又は半透明の袋に入れて出してくださ
い。割れたものは漏れ出た水銀も一緒に透明又は半透明の
容器か袋に入れ、油性ペン等で「水銀」と書いてください。
袋に入れる場合は電池とは別の袋に入れてください。

玄関マット
金属製 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
布・ゴム製 可　燃
プラスチック製 プラスチック

健康器具 大　型
50cm 未満のものは小型破砕ごみです。布製、木製の部分
は外して可燃ごみに出してください。電池は外して乾電池
等に出してください。50cm 未満のもので電池が外せない
ものは有害ごみです。

剣山（けんざん） 小型破砕 透明又は半透明の袋に入れて出してください。

剣道の防具 面 小型破砕
面以外 可　燃

原動機付自転車（スクーター ･ バイク） 持出禁止
製造メーカーの自主回収を利用してください。問い合わせ
先：二輪車リサイクルコールセンター（TEL：050-3000-
0727）

けん盤ハーモニカ 小型破砕 プラスチック製のケース、ホース、唄口等はプラスチック
ごみに出してください。

顕微鏡 小型破砕
こ 碁石 小型破砕 プラスチック製のものはプラスチックごみです。

鯉のぼりの支柱 大　型 鯉のぼりは可燃ごみです。
工具箱 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。事業用は持出禁止です。

産業廃棄物として処分してください。
香水のビン 小型破砕 ふた、ポンプ部分は外して出してください。プラスチック

の部分はプラスチックごみに出してください。
ゴーグル 小型破砕
コード 小型破砕 束ねて出してください。
コードリール 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
コーヒーメーカー 小型破砕
氷枕 可　燃 金属の部分は小型破砕ごみに出してください。
ゴキブリ駆除用キャップ（毒餌剤） 可　燃
黒板（家庭用） 可　燃 指定袋に入らないものは大型ごみです。
ござ 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。
こたつ・こたつ板 大　型 こたつのヒーターユニット（電熱部分）、コード部分を処

分する場合は小型破砕ごみに出してください。
こたつ布団（掛け・敷き・毛布） 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れて出してください。

コップ
ガラス製・陶磁器製・金属製 小型破砕 割れたものは透明又は半透明の袋に入れて出してください。
紙製・木製 可　燃
プラスチック製 プラスチック

粉ミルクの缶（高さ 20cm×直径 15cm 以
下のもの） 資　源 中身を空にしてふたを外して出してください。

碁盤 木製 大　型 厚さが5cm 未満のものは可燃ごみです。
金属製 小型破砕

コピー機（家庭用） 大　型 トナーは持出禁止です。製造メーカーの自主回収を利用し
てください。

ゴムチューブ 可　燃
ゴムホース 可　燃 束ねて指定袋に入れて出してください。
ゴムマット 可　燃

米びつ（ライスハイザー） 大　型
金属製（金属とプラスチックの複合素材）で 50cm 未満の
ものは小型破砕ごみです。木製部分は可燃ごみです。プラ
スチック製で指定袋に入るものはプラスチックごみです。

コルク抜き 小型破砕
コルセット 可　燃
ゴルフクラブ 大　型
ゴルフバッグ 大　型
ゴルフボール 小型破砕
コンクリートブロック（事業活動にかか
わらないもの） 大　型

50cm 未満のものも大型ごみです。直接搬入する場合は、
鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお
問い合わせください。（p.20 参照）

コンタクトレンズ 可　燃
コンテナ（プラスチック製） 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れて出してくだ

さい。
コンパクト（化粧道具） 小型破砕 中身を空にして出してください。
コンパス（製図用・方位用） 小型破砕
コンポスト（プラスチック製容器） 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れてください。
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さ サーキュレーター 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。
サーフボード 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
サイクリングマシーン 大　型

座いす（金属等複合素材） 大　型
分別して出す場合、布製、木製部分は可燃ごみです。金属
部分が 50cm 未満の場合は小型破砕ごみ、50cm 以上の場
合は大型ごみです。金属部分を切断して小型破砕ごみに出
すことはできません。

サイドボード 大　型
財布 可　燃
魚焼き器 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

座卓 大　型
木製で指定袋に入るものは可燃ごみに出すこともできま
す。その際、金属の部分はできるだけ外して小型破砕ごみ
に出してください。

サッカーボール 可　燃
殺菌灯（殺菌ランプ） 乾電池等 殺菌灯（ランプ）を取り付ける器具は、50cm 未満のもの

は小型破砕ごみ、50cm 以上のものは大型ごみです。

殺 虫 剤（ 容
器）（家庭用）

ビン・缶 小型破砕 中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。

プラスチック製 プラスチック
中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
中身の薬剤が除けないものはそのまま可燃ごみに出してく
ださい。

スプレー缶 有害ごみ 中身を空にして出してください。

くん煙剤（スプレータイプ） 有害ごみ
水を使用するタイプ、こすって着火する煙タイプ等、ガス
を使用しないものは、缶は小型破砕ごみ、プラスチック製
の容器や袋はプラスチックごみに出してください。

皿
陶磁器類・ガラス製 小型破砕 割れたものは透明又は半透明の袋に入れて出してくださ

い。直径が 50cm 以上のものは大型ごみです。
紙製・木製 可　燃
プラスチック製 プラスチック

三脚（カメラ・ビデオカメラ用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
サングラス 小型破砕

サンシェード 可　燃

銀色（アルミニウムフィルム）のものも可燃ごみです。指
定袋に入らないものは大型ごみです。金属の部分は除いて
ください。除いた金属は小型破砕ごみです。金属製（金属
とプラスチックの複合素材）で 50cm 以上のものは大型ご
みです。

サンダル 可　燃

サンドバッグ 大　型
皮革・布製部分は可燃ごみ、中身がウレタン・スポンジの
ものはプラスチックごみに出すことができます。中身が砂
の場合は持出禁止です。鳥取県東部環境クリーンセンター

（不燃物処理施設）にお問い合わせください。（p.20 参照）
サンヒーター 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
三輪車（子供用を含む） 大　型 50cm 未満のものも大型ごみです。

し ＣＤ・ＤＶＤ・ＭＤ 小型破砕 ケースや紙類はそれぞれの分別に従って出してください。
ＣＤラジカセ 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。
シェーバー 有害ごみ 電池が取り外せるものは、電池は乾電池等に、製品本体は

小型破砕ごみに出してください。
磁石 小型破砕
七輪（しちりん） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
自転車 大　型 50cm 未満の交換した部品は小型破砕ごみに出すことがで

きます。切断して小型破砕ごみに出すことはできません。
自転車のチューブ・タイヤ 可　燃

自動車部品
タイヤ・ホイール・スプリ
ング・バンパー・ガラス・
マフラー等

持出禁止
購入先又は専門業者に処理を依頼してください。ワイパー、
タイヤのホイールキャップ（1 台分まで）は小型破砕ごみ
に出すことができます。

竹刀（しない） 可　燃 指定袋に入らないものは大型ごみです。

芝刈機
エンジン付き 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
電動式・手動式 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。電池は外して乾電

池等に出してください。
蛇口（水道用） 小型破砕
シャープナー 小型破砕
シャープペンシル 小型破砕

ジャッキ 油圧式 大　型
50cm 未満のものも大型ごみです。規定重量 4t 以上のもの
は持出禁止です。購入先又は専門業者に処理を依頼してく
ださい。

パンタグラフ・ひし形タイプ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

シャベル 金属製 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
プラスチック製 プラスチック 指定袋に入らないものは大型ごみです。

シャンプー、リンスの容器 プラスチック さっと洗って出してください。ポンプ部分は小型破砕ごみ
です。

ジューサー・ミキサー 小型破砕
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
し じゅうたん 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れて出してください。

充電器 小型破砕 携帯型充電器（モバイルバッテリー）は有害ごみです。

充電式電池 乾電池等

リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池のリ
サイクルマークが付いたものが対象です。両極にテープを
貼って絶縁し、透明又は半透明の袋に入れて出してくださ
い。鉛蓄電池は持出禁止です。購入先又は専門業者に処理
を依頼してください。

収納ケース 金属製 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
プラスチック製 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れてください。

ジュニアシート 小型破砕
布部分は外して可燃ごみに出してください。プラスチック
のみでできたものはプラスチックごみです。50cm 以上の
ものは大型ごみです。

朱肉 可　燃
シュレッダー（家庭用） 大　型 電池は外して乾電池等に出してください。50cm 未満のも

のは小型破砕ごみです。

瞬間湯沸器（台所用） 小型破砕
ゴムホースは外して可燃ごみに出してください。50cm 以
上のものは持出禁止です。工事業者に処理を依頼してくだ
さい。

ジョイントマット プラスチック コルク製や表面が布製のものは可燃ごみに出してください。

消火器 持出禁止
消火器リサイクル推進センターにお問い合わせください

（TEL：03-5829-6773）。エアゾール式消火スプレーは有害
ごみです。中身を空にして出してください。

将棋盤 木製 大　型 厚さが 5cm 未満のものは可燃ごみです。
金属製・複合素材 小型破砕 プラスチック製のものはプラスチックごみです。

障子 大　型

浄水器 小型破砕
一体型は持出禁止です。工事業者に処理を依頼してくださ
い。フィルター交換式のフィルター部分は可燃ごみに出し
てください。

照明器具 大　型
電球は外して小型破砕ごみ、蛍光管やリモコンの電池は外
して乾電池等に出してください。50cm 未満のものは小型
破砕ごみです。プラスチック部分は外してプラスチックご
みに出してください。

ジョウロ プラスチック 金属製で 50cm 未満のものは小型破砕ごみ、50cm 以上のも
のは大型ごみです。

除湿機 大　型
中の水を抜いてください。50cm 未満のものは小型破砕ご
みです。コンプレッサータイプは持出禁止です。購入先又
は専門業者に処理を依頼してください。

除湿剤（紙製） 可　燃 プラスチック製の容器と吸収剤が分離できないものはその
まま可燃ごみに出してください。

除雪機

エンジン付き、除雪幅 50cm
以上のもの 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

電動式 大　型
充電式電池（バッテリー）は外して乾電池等に出してくだ
さい。鉛蓄電池は持出禁止です。購入先又は専門業者に処
理を依頼してください。

食器洗い乾燥機・食器乾燥機 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。ビルトイン式は持
出禁止です。工事業者に処理を依頼してください。

食器棚 大　型
シリコン製品 可　燃
人工芝 プラスチック 底にゴム等プラスチック以外の素材が使われているものは

可燃ごみに出してください。
新聞紙 古紙類

す 水銀灯（家庭用） 乾電池等 漁業等事業用（遊漁船含む）は持出禁止です。産業廃棄物
として処分してください。

水槽 ガラス製 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
プラスチック製 大　型 指定袋に入るものはプラスチックごみに出してください。

水中メガネ 小型破砕
水筒 小型破砕 プラスチックのみでできたものはプラスチックごみに出し

てください。
炊飯器 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
スーツケース 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
姿見 大　型
スキー板・ストック 大　型 プラスチック製で指定袋に入るものはプラスチックごみです。
スキーウェア・スキーグローブ（手袋） 可　燃
スキーブーツ 小型破砕 インナーはできるだけ外して可燃ごみに出してください。
スキャナー 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
スケートボード 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

スコップ 金属製 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
プラスチック製 プラスチック 指定袋に入らないものは大型ごみです。

硯（すずり） 小型破砕
すだれ 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れて出してください。
スチール棚 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
スチール机 大　型
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
す スティックのり容器 プラスチック 中身を空にして出してください。

ステッキ・杖（歩行補助用） 小型破砕 50cm 以上でも小型破砕ごみです。木製は可燃ごみに出し
てください。

ステンレスジャー 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
ステンレスパイプ棚 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

ストーブ
石油 大　型

カートリッジタンクおよび灯油タンク両方の灯油を必ず抜
いてください。電池は外して乾電池等に出してください。
50cm 未満のものも大型ごみです。

電気ファンヒーター・ガス用 大　型 電池は外して乾電池等に出してください。50cm 未満のも
のは小型破砕ごみです。

ストッキング 可　燃
ストック（スポーツ用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
砂時計 小型破砕
スノーダンプ 大　型
スノーブラシ・雪下ろし 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
スノーボード 大　型

スノーボー
ドブーツ

ソフトタイプ 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小
型破砕ごみです。

ハードタイプ 小型破砕 インナーはできるだけ外して可燃ごみに出してください。
すのこ 大　型 可燃ごみ（木製）やプラスチックごみ（プラスチック製）

に出す場合は指定袋に入れてください。
スパイクシューズ 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小

型破砕ごみです。
スピーカー 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
スプリングマットレス 大　型 分解・切断してごみステーションに出すことはできません。
スプレー缶 有害ごみ 中身を空にして出してください。
すべり台（幼児用） 大　型
スポットエアコン 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

スポンジ
台所用・掃除用 可　燃
クッション材 プラスチック 布部分は外して可燃ごみに出してください。指定袋に入ら

ないものは大型ごみです。
ズボンプレッサー 大　型

スマートフォン 有害ごみ
充電式電池（バッテリー）を外したものは小型破砕ごみに、
外した充電式電池は乾電池等に出してください。製造メー
カーや販売店での回収も利用してください。

炭 可　燃
スリッパ 可　燃
すり鉢 小型破砕
スレート 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお

問い合わせください。（p.20 参照）
スロットマシーン・パチンコ台 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

せ 精米機（家庭用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

石油ファンヒーター 大　型
カートリッジタンクおよび灯油タンク両方の灯油は必ず抜
いてください。電池は外して乾電池等に出してください。
50cm 未満のものも大型ごみです。

石けん・洗剤 可　燃
原則使い切るようにしてください。やむを得ず処分する場
合は可燃ごみに出してください。液体のものは布や紙に浸
み込ませるなどし、指定袋から漏れないようにして出して
ください。

石膏ボード 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお
問い合わせください。（p.20 参照）

セメント 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお
問い合わせください。（p.20 参照）

セラミック製品 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
セロハンテープ 可　燃
線香 可　燃
洗車ブラシ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。プラスチック製のもの

はプラスチックごみです。
せんす・うちわ 可　燃 プラスチック製の部分はできるだけ外してプラスチックご

みに出してください。
洗濯機 特定家電 p.13 参照
洗濯竿 大　型 可燃ごみ（竹製）に出す場合は指定袋に入れてください。
洗濯ばさみ 小型破砕
洗濯物干しスタンド（室内用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
洗濯物干し台 大　型 50cm 未満のものも大型ごみです。

剪定枝（植木・庭木） 可　燃
剪定した木の枝で直径 3cm 以内かつ長さ 50cm 未満のも
のは、片手で持てる程度の量をひもで束ねて指定袋に入れ
ずに一度に2束まで出すことができます。直径 3cm～25cm
のものは指定袋に入れて出してください。

剪定ばさみ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
栓抜き 小型破砕
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
せ

扇風機 大　型

電池は外して乾電池等に出してください。50cm 以上のも
のを分解・切断して小型破砕ごみに出すことはできません。
ただしハンディータイプ、卓上、壁掛け用等 50cm 未満の
ものは小型破砕ごみです。ハンディータイプ等充電式のも
ので充電式電池が取り外せないものは有害ごみです。

洗面器 プラスチック 金属製のものは小型破砕ごみです。木製のものは可燃ごみ
です。

洗面台 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
そ 造花 可　燃

双眼鏡 小型破砕

掃除機

キャニスター型掃除機（ホー
ス含む） 大　型 分解・切断して小型破砕ごみに出すことはできません。紙

パックは可燃ごみです。

スティック型掃除機（充電
器含む） 大　型

分解・切断して小型破砕ごみに出すことはできません。た
だし 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。充電式電池は
外して乾電池等に出してください。50cm 未満で充電式電池
が外せないものは有害ごみです。紙パックは可燃ごみです。

ハンディタイプ掃除機（充
電器含む） 小型破砕

50cm 以上のものは大型ごみです。充電式電池は外して乾
電池等に出してください。50cm 未満で充電式電池が外せ
ないものは有害ごみです。紙パックは可燃ごみです。

ロボット掃除機（充電器含
む） 小型破砕

50cm 以上のものは大型ごみです。充電式電池は外して乾
電池等に出してください。50cm 未満で充電式電池が外せ
ないものは有害ごみです。紙パックは可燃ごみです。

ソーラーパ
ネ ル・ 太 陽
光パネル

屋根用等据置タイプ 持出禁止 破損して欠けた断片も持出禁止です。工事業者に処理を依
頼してください。

ポータブルタイプ・製品埋
込タイプ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

ソファー 大　型
そり 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れてください。

そろばん 木製 可　燃
木製以外 小型破砕

た

体温計

電子体温計・白灯油使用（ア
ルコール体温計） 小型破砕 電子体温計の電池は外して乾電池等に出してください。電

池が外せないものは有害ごみです。

水銀使用（液体が銀色） 乾電池等

ケース入り製品はケースに入れて出してください。ケース
が無いものは透明又は半透明の袋に入れて出してくださ
い。割れたものは漏れ出た水銀も一緒に透明又は半透明の
袋か容器に入れ、油性ペン等で「水銀」と書いてください。
袋に入れる場合、電池とは別の袋に入れてください。

体重計（ヘルスメーター） 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。

タイヤ
自動車・オートバイ 持出禁止 ガソリンスタンドやタイヤ販売店等購入先又は専門業者に

処理を依頼してください。
自転車・ねこ車 可　燃 可燃ごみに出せるのはゴムの部分のみです。50cm 未満の

ホイール及びホイール付きタイヤは小型破砕ごみです。
タイヤチェーン（金属製） 大　型 ラバー製のものは小型破砕ごみです。
タイル 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお

問い合わせください（p.20 参照）。
高枝切りばさみ 大　型
竹串（たけぐし） 可　燃 紙で包むなど指定袋を突き破らないように工夫して出して

ください。
畳 大　型
卓球台 大　型
脱臭剤 可　燃 プラスチック製の容器はプラスチックごみに出してください。
タッパー（プラスチック製食品保存容器） プラスチック

立てす 大　型
可燃ごみに出す場合は指定袋に入れて出してください。そ
の際、金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金
属は小型破砕ごみです。

タブレット端末 有害ごみ
製造メーカーや販売店での回収を利用してください。充電
式電池（バッテリー）を外したものは小型破砕ごみに、外
した充電式電池は乾電池等に出してください。

たわし 亀の子たわし・スポンジ 可　燃
金属製 小型破砕

炭酸ガスシリンダ―（炭酸水サーバー用） 持出禁止 製造メーカーや販売店での回収を利用してください。
炭酸ガスボ
ンベ

ミニガスカートリッジ 有害ごみ 未使用品は持出禁止です。製造元に確認してください。
炭酸水サーバー用 持出禁止 製造元に確認してください。

タンス 大　型

断熱材
グラスウール系 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼して下さい。
スタイロフォーム系 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお

問い合わせください。（p.20 参照）
ダンベル（金属製） 大　型 50cm 未満のものも大型ごみです。
ダンボール 古紙類

ち チ ェ ー ン
ソ ー・ 枝 払
機（剪定用）

エンジン付き 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
電動式 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。充電式電池（バッ

テリー）は外して乾電池等に出してください。



32

品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
ち 地球儀 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

チャイルドシート（ジュニアシート） 大　型
50cm 未満のものは小型破砕ごみです。その際、布部分は
外して可燃ごみに出してください。プラスチックのみでで
きたものはプラスチックごみです。

茶わん 小型破砕 割れたものは透明又は半透明の袋に入れて出してくださ
い。プラスチック製のものはプラスチックごみです。

注射器（インスリン等） 持出禁止 医療機関に引き取りを依頼してください。（p.3 参照）
チューナー（ステレオ・楽器・テレビ用） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
チョーク 可　燃
彫刻刀 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。

つ 杖・ステッキ（歩行補助用） 小型破砕 50cm 以上のものも小型破砕ごみです。木製は可燃ごみに
出してください。

机・学習机 大　型

つけもの重石 大　型
漬け物用に加工・製造された製品が対象です。50cm 未満
のものも大型ごみです。石は持出禁止です。石の処分は鳥
取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお問
い合わせください。（p.20 参照）

土（園芸用） 持出禁止
庭や農地等で再利用されるか、鳥取県東部環境クリーンセ
ンター（不燃物処理施設）にお問い合わせください。（p.20
参照）

壷（つぼ） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
つめ切り・つめヤスリ 小型破砕
釣り糸 可　燃
釣り竿 大　型 金属製で 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。竹製で指

定袋に入るものは可燃ごみです。
釣り針（ルアー含む） 小型破砕 針は透明な容器に入れて出すか、テープに貼り付けたもの

を透明又は半透明の袋に入れて出してください。
て

ディスプレイ（パソコン用・モニター） パソコン類
製造メーカーのリサイクル回収を利用してください（p.14
参照）。ごみステーションには持出禁止です。大型ごみ

（p.16-19 参照）または鳥取県東部環境クリーンセンター（不
燃物処理施設）に持ち込むこともできます。（p.20 参照）

テープカッター 小型破砕 プラスチック製のものはプラスチックごみです。

テーブル
木製 大　型
ガラス製・金属製・複合製 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。その際、木製の部

分は可燃ごみに出してください。
テーブルク
ロス

布製 可　燃
ビニール製 プラスチック

テープレコーダー 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。50cm 以上のも
のは大型ごみです。

手押し車 大　型 木製で指定袋に入るものは可燃ごみです。金属製とプラス
チックの複合素材で50cm未満のものは小型破砕ごみです。

手鏡 小型破砕
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ 小型破砕 充電式電池は外して乾電池等に出してください。
デスクマット（ビニール製） プラスチック
鉄アレイ（ダンベル） 大　型 50cm 未満のものも大型ごみです。
鉄筋 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
鉄板（料理用） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
テニスボール 可　燃
テニスラケット 大　型 木製のもので指定ごみに入る場合は可燃ごみです。
手袋 可　燃
テレビ 特定家電 p.13 参照
テレビアンテナ（室外用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
テレビ台 大　型

電気あんか 小型破砕

布部分はできるだけ外して可燃ごみに出してください。
コードレスタイプで蓄熱式のものは蓄電用プラグは小型破
砕ごみに、本体は可燃ごみに出してください。本体の中身

（蓄熱材）が塩化ナトリウム水溶液のものは中身は排水口
に流してください。充電式のものは充電式電池を外して乾
電池等に出してください。電池が外せないものは有害ごみ
です。

電気温水器 持出禁止 工事業者に処理を依頼してください。

電気カーペット 大　型
カーペット部分を可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてく
ださい。その際、コントローラーは小型破砕ごみに出して
ください（フローリングタイプも同様）。

電気蚊取り器 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。
電気コード・ケーブル 小型破砕 束ねて出してください。
電気シェーバー 有害ごみ 電池が取り外せるものは、電池は乾電池等に、製品本体は

小型破砕ごみに出してください。

電気スタンド 小型破砕
50cm 以上のものは大型ごみです。電池・蛍光管は外して
乾電池等に出してください。50cm 未満で電池が外せない
ものは有害ごみです。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
て 電気ストーブ（ハロゲン・赤外線・セラミッ

ク・カーボン等） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

電気毛布 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。コント
ローラーは小型破砕ごみに出してください。

電球（白熱電球、LED 電球、グロー球、
豆電球等） 小型破砕

電球型蛍光管 乾電池等 割れたものは透明又は半透明の袋に入れて小型破砕ごみに
出してください。

電撃殺虫器 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。50cm 以上のも
のは大型ごみです。

電子オルガン（エレクトーン等） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
電子ジャー 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
電子体温計 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
電子たばこ（充電器含む） 有害ごみ 使用済み加熱式たばこ機器回収店舗（販売店等）のリサイ

クル回収も利用してください。
電磁調理器 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。ビルトイン式は持出禁

止です。工事業者に処理を依頼してください。
電子手帳 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
電子レンジ 大　型 50cm 未満のものも大型ごみです。ビルトイン式は持出禁

止です。工事業者に処理を依頼してください。
天体望遠鏡 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
電卓 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
電池（乾電池・ボタン電池・充電式電池） 乾電池等 両極にテープを貼って絶縁し、透明又は半透明の袋に入れ

て出してください。
テント 大　型 支柱等金属で 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。テン

ト生地を可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。
電動キックボード 大　型 充電式電池（バッテリー）は外して乾電池等に出してくだ

さい。

電動工具（かんな・ドリル・のこぎり等） 小型破砕

充電式電池（バッテリー）は外して乾電池等に出してくだ
さい。電池が外せない製品は有害ごみです。50cm 以上の
ものは大型ごみです。鋭利な箇所はテープで覆うなどして
ください。事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分
してください。

電動自転車 大　型 充電式電池（バッテリー）は外して乾電池等に出してくだ
さい。

電動歯ブラシ（充電式） 有害ごみ 電池が取り外せるものは、電池は乾電池等に、製品本体は
小型破砕ごみに出してください。

てんぷらガード（アルミ製） 小型破砕 汚れを落として出してください。汚れが取れないものは可
燃ごみに出してください。

電話機（ＦＡＸ付きを含む） 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない
ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。

と ドア（木製） 大　型 金属製（アルミサッシ等）は持出禁止です。購入先又は専
門業者に処理を依頼してください。

投網 可　燃
おもりは取り除いて小型破砕ごみに出してください。漁業
等事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分してくだ
さい。

砥石（といし） 小型破砕
トイレトレーニング（おまる） 小型破砕 汚物は取り除いて出してください。50cm 以上のものは大

型ごみです。
陶磁器・セラミック製品 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。割れたものは透明又は

半透明の袋に入れて出してください。
灯油タンク・ポリタンク プラスチック 中身を空にしてふたを外し、指定袋に入れて出してくださ

い。タンクの中には何も入れないでください。

灯油ポンプ
（家庭用）

電池式 小型破砕
電池は外して乾電池等に出してください。ポリタンク用は
50cm 以上のものも小型破砕ごみです。ドラム缶用は持出
禁止です。購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

手動式 プラスチック 金属の部分は外して小型破砕ごみに出してください。指定
袋に入らないものは大型ごみです。

トースター 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
時計 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。
戸棚 大　型
トタン（金属製） 大　型 50cm 未満のものは一度に4枚まで小型破砕ごみに出すこと

ができます。
トナー 持出禁止 製造メーカーの自主回収を利用してください。
ドライバー（工具） 小型破砕 事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。
ドライヤー 小型破砕
ドラム缶 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
ドラムセット（楽器） 大　型 木製のスティックは可燃ごみです。50cm 未満のドラム（楽

器）は小型破砕ごみです。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
と トランシーバー 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
鳥かご 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

塗料 持出禁止
塗料屋等専門業者に処理を依頼してください。少量の場合
は、布や紙に浸み込ませて可燃ごみに出してください。固
まっている場合も可燃ごみです。

塗料缶 小型破砕

布や紙でふき取るなど中身を空にして、ふたを外して出し
てください。スプレー式は有害ごみです。中身を空にして
出してください。中身が除けない缶は持出禁止です。塗料
屋等専門業者に処理を依頼してください。スプレー式で中
身が除けないものは鳥取県東部環境クリーンセンター（不
燃物処理施設）にお問い合わせください。（p.20 参照）

トレイ プラスチック 木製、紙製は可燃ごみ、金属製は小型破砕ごみです。

トレーニング器具 大　型
金属製、プラスチックと金属の複合素材で 50cm 未満のも
のは小型破砕ごみです。その際、布製、木製、ゴム製部分
は外して可燃ごみに出してください。プラスチック製で指
定袋に入る場合はプラスチックごみです。

ドレッサー・鏡台 大　型
な ナイフ 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。刃先

はテープで覆うなどしてください。
苗箱（水稲用） 持出禁止 産業廃棄物として処分してください。
流し台 持出禁止 据え付け型のものは工事業者に処理を依頼してください。

可動式のものは大型ごみです。
鍋（金属製・陶磁器） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

生ごみ処理機 小型破砕
50cm 以上のものは大型ごみです。プラスチック製のコン
ポスト容器は、指定袋に入れてプラスチックごみに出すこ
とができます。

波板（なみいた） 大　型
金属製で 50cm 未満のものは一度に4枚まで小型破砕ごみ
に出すことができます。プラスチック製で指定袋に入るも
のはプラスチックごみに出すことができます。

に 二段ベッド 大　型
人形 可　燃 指定袋に入らないものは大型ごみです。プラスチック製の

ものはプラスチックごみです。
ぬ ぬいぐるみ 可　燃 指定袋に入らないものは大型ごみです。
ね ネガフィルム（写真フィルム） 可　燃

ねこ車（一輪車） 大　型
タイヤのみの場合はゴム部分は可燃ごみ、50cm 未満のホ
イール及びホイール付きタイヤは小型破砕ごみに出してく
ださい。農業等事業用は持出禁止です。産業廃棄物として
処分してください。

寝袋 可　燃
粘着テープ・シート 可　燃
粘土（ねんど） 可　燃

の 農薬 持出禁止 産業廃棄物として処分してください。

農薬の容器
（家庭園芸用）

ビン 小型破砕
中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
農業等事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分して
ください。

プラスチック製 プラスチック
中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
農業等事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分して
ください。

ノートパソコン パソコン類

製造メーカーのリサイクル回収を利用してください（p.14
参照）。50cm 未満のものは充電式電池（バッテリー）を外
し、外した充電式電池は乾電池等に、本体は小型破砕ごみ
に出すことができます。50cm 未満で電池が外せないもの
は有害ごみに出すことができます。

のこぎり 小型破砕
透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。刃先
はテープで覆うなどしてください。50cm 以上のものは大
型ごみです。事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処
分してください。

は バーベキューコンロ・金網・鉄板 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
ハーモニカ 小型破砕
灰（事業活動に係らないもの） 可　燃 水気を含ませて少量ずつ出してください。

バイク 持出禁止
製造メーカーの自主回収を利用してください。問い合わせ
先：二輪車リサイクルコールセンター（TEL：050-3000-
0727）

バインダー（金具付き） 小型破砕 紙製部分は外して可燃ごみに出してください。
はかり（計量器） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。デジタル式のものは電

池を外して乾電池等に出してください。
白熱電球 小型破砕

バケツ
金属製 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
プラスチック製 プラスチック
シリコン製 可　燃

はさみ 小型破砕
はしご 大　型 事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
は バスケットボール 可　燃

バスマット
布製 可　燃

けいそう土使用製品 小型破砕
透明又は半透明の袋に入れて、テープ等でしっかりと封を
して出してください。袋には「けいそう土」と油性ペン等
で書いてください。50cm 以上のものは大型ごみです。

パソコン

デスクトップ型 パソコン類
製造メーカーのリサイクル回収を利用してください（p.14
参照）。50cm 未満の本体と付属機器は小型破砕ごみに出す
ことができます（ディスプレイは不可）。

ノート型 パソコン類

製造メーカーのリサイクル回収を利用してください（p.14
参照）。50cm 未満のものは小型破砕ごみに出すことができ
ます。その際、充電式電池（バッテリー）は外して乾電池
等に出してください。充電式電池が外せないものは有害ご
みです。

パソコンラック 大　型
パチンコ台・スロット台 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

発煙筒（未使用） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。使用済み
のものは可燃ごみに出すことができます。

バッグ（かばん） 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小
型破砕ごみです。指定袋に入らないものは大型ごみです。

バッテリー（自動車・バイクポータブル
電源） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

発電機（エンジン式、ポータブル式、カー
トリッジガス式） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

バット

野球用（木製・金属製・複
合素材） 大　型 木製バットを可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。

玩具用（プラスチック製） プラスチック
料理用（金属製） 小型破砕 プラスチック製のものはプラスチックごみです。

発泡スチロール（トロ箱・電気製品の緩
衝材等） プラスチック 大きいものは割るなどして指定袋に入れて出してください。

花火 可　燃 水気を含ませて少量ずつ出してください。
パネルヒーター 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

歯ブラシ プラスチック
電動歯ブラシで電池が取り外せるものは、電池は乾電池等
に、製品本体は小型破砕ごみに出してください。電池が外
せないものは有害ごみです。

歯磨きチューブ プラスチック はさみで切ってから洗うなど、必ず中身をきれいに取り除
き、ふたを外して出してください。

刃物 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。刃先
はテープで覆うなどしてください。

針 小型破砕 透明な容器に入れて出すか、テープに貼り付けたものを透
明又は半透明の袋に入れて出してください。

針金 小型破砕 束ねて出してください。

バリカン 有害ごみ 電池が取り外せるものは、電池は乾電池等に、製品本体は
小型破砕ごみに出してください。

ハロゲンヒーター 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

ハンガー
木製 可　燃
金属製 小型破砕
プラスチック製 プラスチック 金属が付いたものは小型破砕ごみに出してください。

ハンディーファン 有害ごみ 電池が取り外せるものは、電池は乾電池等に、製品本体は
小型破砕ごみに出してください。

ハンドバック 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小
型破砕ごみです。

ハンドミキサー 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。
バンパー（自動車部品） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

ひ ピアノ・電子ピアノ 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

ビーズクッション（マイクロビーズ使用） 可　燃
指定袋に入らないものは大型ごみです。中身を分けずに製
品そのままをポリ袋に入れてしっかり口を閉じたうえで、
指定袋に入れて可燃ごみに出してください。

ビー玉 小型破砕
ビーチパラソル 大　型

美顔器 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない
ものは有害ごみです。

ひげそり
電気式 有害ごみ 電池が取り外せるものは、電池は乾電池等に、製品本体は

小型破砕ごみに出してください。

電気式以外 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。刃先
はテープで覆うなどしてください。

ビデオカメラ 小型破砕 充電式電池（バッテリー）は外して乾電池等に出してくだ
さい。

ビデオテープ 小型破砕
一度に出せるのは 20 本までです。紙ケース、ラベルシー
ル等は可燃ごみに出してください。プラスチック製のケー
スはプラスチックごみに出してください。

ビデオデッキ 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
ひ ビニールシート プラスチック 50cm 角に切って指定袋に入れてください。

ビニール袋・ビニール風呂敷 プラスチック
火鉢 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。灰は水気を含ませ

て少量ずつ可燃ごみに出してください。

肥料袋（家庭園芸用） プラスチック
紙製は可燃ごみです。農業用は持出禁止です。産業廃棄物
として処分してください。ごみ袋として利用しないでくだ
さい。

ビン 飲食用 資　源 中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
飲食用以外 小型破砕 中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。

ふ ファックス付き電話機 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない
ものは有害ごみです。

ファイル
紙製 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小

型破砕ごみです。

プラスチック製 プラスチック
金属の部分は除いてください。除いた金属は小型破砕ごみ
です。金属の部分が除けない場合はそのまま小型破砕ごみ
に出してください。

ファンヒー
ター

電気用・ガス用 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

石油 大　型
カートリッジタンクおよび灯油タンク両方の灯油は必ず抜
いてください。電池は外して乾電池等に出してください。
50cm 未満のものも大型ごみです。

フィン・足ひれ 可　燃
風船 可　燃
ふすま 大　型
ふとん 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。
ふとん乾燥機 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。乾燥袋は可燃ごみ

です。
筆 可　燃
フライパン 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
ブラインド 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。束ねて出してくだ

さい。
ぶらさがり健康器 大　型
プラモデル 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。プラスチック製のもの

はプラスチックごみです。
ブランコ（幼児用） 大　型
プランター プラスチック 土をきれいに落として指定袋に入れて出してください。指

定袋に入らないものは大型ごみです。
プリンタ（家庭用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。インクカートリッ

ジは p.22 参照、トナーは p.33 参照。
ブルーシート プラスチック 50cm 角に切って指定袋に入れてください。金属の部分は

除いてください。除いた金属は小型破砕ごみです。
プルトップ式のふた 小型破砕

フローリングワイパー 小型破砕
ゴム等可燃部分やプラスチック部分が外せるものは、それ
ぞれ分別して出してください。50cm 以上のものは大型ご
みです。

風呂がま（浴槽） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
プロジェクター 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
フロッピーディスク 小型破砕
風呂のふた 大　型
文鎮 小型破砕
噴霧器（家庭園芸用） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。農業等事業用は持出禁

止です。産業廃棄物として処分してください。
へ ヘアカラー

容器
スプレー式 有害ごみ 中身を空にして出してください。
スプレー式以外 小型破砕 中身を空にし、ふたを外して出してください。プラスチッ

ク製の容器はプラスチックごみです。
ヘアピン 小型破砕
ベッド（パイプ式、二段、介護用等） 大　型 ウォーターベッドは水を抜いてください。

ペットフードの缶 資　源
中身を空にしてさっと洗い、ふたを外して出してください。
プルトップ式のふたや切り取った缶のふたは小型破砕ごみ
に出してください。

ペットボトル 飲料用・酒類・しょうゆ等 ペットボトル p.8 参照
ソース・油・洗剤等 プラスチック p.8 参照

ペットボトルのふた、ラベル（プラスチッ
ク製） プラスチック 紙製のラベルは可燃ごみに出してください。
ヘッドホン 小型破砕 ワイヤレスヘッドホン等充電式のものは有害ごみです。
ペット用トイレ砂 可　燃
ベニヤ板 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。

ベビーいす
木製 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。
金属製・複合素材 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。プラスチック製で

指定袋に入るものはプラスチックごみです。
ベビーカー、ベビーバギー 大　型
ベビーバス プラスチック 指定袋に入らないものは大型ごみです。
ベビーベッド 大　型
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
へ ヘルスメーター 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。

ベルト（服飾雑貨） 可　燃 金属の部分は除いてください。除いた金属は小型破砕ごみ
です。

ヘルメット 小型破砕 事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。
ペン（ボールペン、マジックペン、シャー
プペン） 小型破砕

ペンキ 持出禁止
塗料屋等専門業者に処理を依頼してください。少量の場合
は布や紙に浸み込ませて可燃ごみに出してください。固
まっている場合も可燃ごみです。

ペンキの缶（塗料の缶） 小型破砕

布や紙でふき取るなど中身を空にしてふたを外して出して
ください。スプレー式は有害ごみです。中身を空にして出
してください。中身が除けない缶は持出禁止です。塗料屋
等専門業者に処理を依頼してください。スプレー式で中身
が除けないものは鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃
物処理施設）に持ち込むことができます。（p.20 参照）

便器 持出禁止 工事業者に処理を依頼してください。
便座（温水洗浄便座を含む） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
ベンチ（家庭用） 大　型
ペンチ 小型破砕 事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。

ほ ボイラー（風呂） 持出禁止 工事業者に処理を依頼してください。

ホイール
自動車・バイク・農機具 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
自転車・一輪車 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。その際、タイヤが

外せるものは外して可燃ごみに出してください。
ホイールキャップ（自動車用） 小型破砕 一度に出すことができるのは 1 台分までです。

ほうき 可　燃
指定袋に入れて出してください。金属・プラスチックの部
分はできるだけ分別して出してください。指定袋に入らな
いものは大型ごみです。

芳香剤 可　燃 容器はそれぞれの分別区分に従って出してください。
ぼうし 可　燃
防水パン（洗濯機置き用） 大　型 FRP が使われているものは持出禁止です。購入先又は専

門業者に処理を依頼してください。
防草シート 可　燃 家庭用に限ります。農業用は産業廃棄物として処分してく

ださい。
包丁 小型破砕 透明又は半透明の袋か容器に入れて出してください。刃先

はテープで覆うなどしてください。
包丁研ぎ器（シャープナー） 小型破砕
ホース 可　燃
ホースリール 小型破砕 ホースは外して可燃ごみに出してください。リール部分が

50cm 以上のものは大型ごみです。
ポータブルトイレ 大　型 汚物は取り除いて出してください。50cm 未満のものは小

型破砕ごみです。

ボート

ゴム製（動力付き以外） 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れて出してください。
プラスチック製（動力付き
以外） 大　型 プラスチックごみに出す場合は指定袋に入れて出してくだ

さい。
ゴム製（動力付き） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
ゴム製・プラスチック製以外 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

ホームベーカリー 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
ボウリングの球 大　型
歩行器（子供用を含む） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
ボタン電池（コイン電池） 乾電池等 p.12 参照。両極にテープを貼って絶縁し、透明又は半透明

の袋に入れて出してください。
補聴器 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
ホッチキス・ホッチキスの針 小型破砕
ポット・魔法びん・電気ポット 小型破砕
ホットプレート 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
ほ乳びん 小型破砕 プラスチック製のものはプラスチックごみです。
ポリタンク プラスチック 中身を空にしてふたを外し、指定袋に入れてください。ポ

リタンクの中には何も入れないでください。
保冷剤・保冷枕 可　燃
ホワイトボード（家庭用） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
本 古紙類
本棚 大　型

ポンプ 風呂水用・水槽用等 小型破砕
金属とプラスチックの複合素材のホースが付いているもの
は、50cm 以上のものは大型ごみです。金属が付いていな
いホースは可燃ごみに出してください。

井戸用・水中ポンプ 持出禁止 工事業者に処理を依頼してください。
ま 麻雀卓（自動） 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。

麻雀パイ 小型破砕
マイク 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
マウス（パソコン・ワープロ用） 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
ま マグネット（磁石） 小型破砕

まくら 可　燃
マスク 可　燃

マッサージ機 大　型
50cm 未満のものは小型破砕ごみです。その際、可燃部分
はできるだけ外して可燃ごみに出してください。電池は外
して乾電池等に出してください。50cm 未満で電池が外せ
ないものは有害ごみです。

マッサージチェア 大　型
マッチ 可　燃 水気を含ませて少量ずつ出してください。

マットレス スプリングを含む 大　型 分解・切断してごみステーションに出すことはできません。
スプリングを含まない 大　型

松葉かき（熊手） 大　型 竹製で指定袋に入る場合は可燃ごみに出してください。金
属製で 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。

まな板
木製 可　燃
プラスチック製 プラスチック
陶磁器製・ガラス製 小型破砕 割れたものは透明又は半透明の袋に入れて出してください。

マニキュアビン 小型破砕 中身を空にしてふたを外して出してください。中身が固まっ
て除けない場合は、ふたを外してそのまま出してください。

魔法びん（ポット） 小型破砕
マヨネーズの容器 プラスチック はさみで切ってから洗うなど、必ず中身をきれいに取り除

き、ふたを外して出してください。

マルチシート（農業用） 持出禁止
産業廃棄物として処分してください。家庭園芸用のものは
プラスチックごみです。50cm 角に切って指定袋に入れて
出してください。

万年筆 小型破砕
万歩計 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない

ものは有害ごみです。
み ミキサー 小型破砕

ミシン（足踏みミシン・卓上式ミシン） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
ミニコンポ 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
ミル（コーヒーミル等） 小型破砕

む 蒸し器 木製 可　燃
金属製 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

め めがね・虫めがね 小型破砕
メジャー・まき尺・コンベックス 小型破砕
メモリーカード 小型破砕 データを消去して出してください。

も 毛布 大　型 可燃ごみに出す場合は指定袋に入れてください。

木片・木材（家庭から出るもの） 可　燃
厚さが 5cm 未満のものは指定袋に入る大きさに、厚さが
5cm 以上のものは1辺が 25cm 未満になるように切って指
定袋に入れて出してください。

もちつき機 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
モップ（柄付きモップ） 小型破砕 布製、木製の部分は外して可燃ごみに出してください。

50cm 以上のものは大型ごみです。

モニター（ディスプレイ） パソコン類

テレビ機能の有無にかかわらずモニター（ディスプレ
イ）は製造メーカーのリサイクル回収を利用してください

（p.14 参照）。ごみステーションには持出禁止です。大型ご
み（p.16,17 参照）または鳥取県東部環境クリーンセンター

（不燃物処理施設）に持ち込むこともできます。（p.20 参照）
物干し竿 大　型 可燃ごみ（竹製）に出す場合は指定袋に入れてください。
物干しスタンド（室内用） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
物干し台 大　型
モバイルバッテリー（電子機器充電用） 有害ごみ 放電して出してください。

や 矢 大　型 金属製で 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
やかん（ケトル） 小型破砕
野球ボール 可　燃
やすり 小型破砕 紙やすりは可燃ごみです。事業用は持出禁止です。産業廃

棄物として処分してください。
ゆ ＵＳＢメモリ 小型破砕

雪下ろし（スノーブラシ） 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。

湯たんぽ

金属製・陶器製 小型破砕
プラスチック製 プラスチック
レンジ加熱式 可　燃

蓄熱式・充電式 小型破砕

布部分はできるだけ外して可燃ごみに出してください。蓄
熱式のものは蓄電用プラグは小型破砕ごみに、本体は可燃
ごみに出してください。本体の中身（蓄熱材）が塩化ナト
リウム水溶液のものは中身は排水口に流してください。充
電式のものは充電式電池を外して乾電池等に出してくださ
い。電池が外せないものは有害ごみです。

湯沸器（瞬間湯沸器） 小型破砕 50cm 以上のものは持出禁止です。工事業者に処理を依頼
してください。

ら
ライスハイザー（米びつ） 大　型

金属製（金属とプラスチックの複合素材）で 50cm 未満の
ものは小型破砕ごみです。木製部分は可燃ごみです。プラ
スチック製で指定袋に入るものはプラスチックごみです。
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品　　　　　　　　目 分別区分 出し方・ワンポイント
ら

ライター 有害ごみ
中身を空にして出してください。中身が入ったものは鳥取
県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）に持ち込
むことができます。（p.20 参照）

ライト 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない
ものは有害ごみです。

ラケット（テ
ニ ス・ バ ド
ミ ン ト ン・
卓球等）

木製・ラバー製 可　燃 指定袋に入らないものは大型ごみです。
金属製・カーボン製 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。
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ラジオ 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない
ものは有害ごみです。

ラジカセ 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない
ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。

ラップ（食品用） プラスチック 汚れたものは可燃ごみに出してください。
ラバーカップ（スッポン）（トイレ用） 可　燃
ラムネのビン 資　源 ビー玉が取り除けない場合はそのまま資源ごみに出してく

ださい。
ランチジャー 小型破砕 プラスチックの部分はプラスチックごみに出してください。
ランドセル 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小

型破砕ごみです。
ランニングマシーン 大　型

ランプ
燃料式・ガス式 小型破砕

燃料タンクを空にして出してください。ガス式のボンベは
中身を空にして有害ごみに出してください。50cm 以上の
ものは大型ごみです。

電池式 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。電池が外せない
ものは有害ごみです。50cm 以上のものは大型ごみです。

り リール（釣り具） 小型破砕 釣り糸は外して可燃ごみに出してください。
リコーダー（笛） プラスチック
リチウムイオン電池 乾電池等 両極にテープを貼って絶縁し、透明又は半透明の袋に入れ

て出してください。
リモコン 小型破砕 電池は外して乾電池等に出してください。
リヤカー 持出禁止 購入先又は専門業者に処理を依頼してください。
リュックサック 可　燃 金属の部分はできるだけ除いてください。除いた金属は小

型破砕ごみです。
る ルーター 小型破砕

ルーペ 小型破砕
れ 冷温機 特定家電 p.13 参照

冷水機（家庭用） 大　型
水を抜いて出してください。コンプレッサータイプのもの
は持出禁止です。購入先又は専門業者に処理を依頼してく
ださい。

冷蔵庫・冷凍庫（家庭用） 特定家電 p.13 参照

冷風機・冷風扇（デシカント方式） 大　型
50cm 未満のものも大型ごみです。コンプレッサータイプ
のものは持出禁止です。購入先又は専門業者に処理を依頼
してください。

レコード盤 小型破砕 レコードジャケットは可燃ごみです。
レコードプレーヤー 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。電池は外して乾電

池等に出してください。
レシート 可　燃
レジャーシート プラスチック 50cm 角に切って指定袋に入れてください。
レンガ 持出禁止 鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃物処理施設）にお

問い合わせください。（p.20 参照）
レンジ台 大　型

レンズ ガラス製 小型破砕
プラスチック製 プラスチック

練炭 可　燃
レンチ 小型破砕 事業用は持出禁止です。産業廃棄物として処分してください。

ろ ロースター 小型破砕 50cm 以上のものは大型ごみです。
ローソク 可　燃
ロープ 可　燃 ビニール製・ナイロン製はプラスチックごみです。金属製

のものは「ワイヤーロープ」参照。
ローラースケート・インラインスケート 小型破砕

わ ワードプロセッサー（ワープロ） 大　型 50cm 未満のものは小型破砕ごみです。電池は外して乾電
池等に出してください。

ワイパー（自動車部品） 小型破砕 ワイパーゴムは取り外して可燃ごみに出してください。
ワイヤーロープ 大　型 50cm 未満のもの及び物干し用等直径 5mm 未満のものは

束ねて小型破砕ごみに出すことができます。
ワイヤレスイヤホン 有害ごみ 充電ケースも有害ごみです。
ワインセラー 特定家電 p.13 参照
輪ゴム 可　燃

ワゴン 大　型
木製で指定袋に入るものは可燃ごみです。金属製で 50cm
未満のものは小型破砕ごみです。プラスチック製で指定袋
に入るものはプラスチックごみです。



ごみの収集運搬や処分を他者に依頼する場合は、許可のある業者に委託をしてください。

１．一般廃棄物収集運搬業許可業者（収集を頼むとき）
許可業者名 と　こ　ろ 連絡先 品目の限定等

（公財）鳥取市環境事業公社 鳥取市秋里1031-2 0857-22-8585

因幡環境整備（株） 鳥取市用瀬町美成323-1 0858-87-6668

（株）キョウエイ 鳥取市気高町北浜一丁目53 0857-82-0353 鳥取地域※及び西部地域※から生じたごみに限る

（有）生田商店 鳥取市国府町中郷33 0857-26-0197

（株）クリーンコクフ 鳥取市国府町麻生547-8 0857-23-9493

（株）クリーンフクベ 鳥取市福部町細川676-33 0857-75-2310

（有）二葉商会 鳥取市叶92-3 0857-53-5005

（株）玉川 鳥取市南隈408 0857-50-0900

（有）大伸設備工業 鳥取市興南町148 0857-23-5630 食品残さを除く

（株）東部資源リサイクル 鳥取市西品治780-1 0857-23-0656

（有）水明社 鳥取市相生町三丁目103 0857-22-4603 鳥取地域※から生じたごみに限る

（株）牧浦商店 鳥取市正蓮寺99 0857-23-0591

（有）アセスメントカンパニー 鳥取市港町62-3 0857-32-2542 食品残さを除く

（有）森本組 鳥取市湖山町東二丁目245 0857-28-5392

（有）マルヤス産業 鳥取市安長443-8 0857-29-7491

（有）錦海化成 境港市昭和町7-3 0859-44-6623 魚のあら（魚介類残さ）に限る　【リサイクル】

（有）広島水産加工 広島県呉市阿賀南6-2-10 0823-71-7634 魚腸骨（動植物性残さ）に限る　【リサイクル】

（株）新井商会 鳥取市桜谷274 0857-26-6911

（株）原田建設 鳥取市数津62-2 0857-53-4331 食品残さを除く

（株）アズマロジ 鳥取市福部町海士499-2 0857-75-2311

（有）ステップ 鳥取市河原町高福619 0858-85-0043 魚のあら（動植物性残さ）に限る【リサイクル】

千代興業（有） 鳥取市千代水二丁目46 0857-28-7181 食品残さを除く

（株）木下産業 鳥取市叶115-4 0857-53-3260

三光（株） 鳥取市福部町湯山544-1 0857-75-2551
廃プラスチック類、木くず、動物又は植物に
係る固形状の不要物、汚泥、生ごみに限る
【リサイクル】

新星産業 鳥取市桂見623-7 0857-31-0910 食品残さを除く

（株）桜宮 鳥取市福部町海士495-2 0857-74-3095 家屋解体に伴い発生する一般廃棄物に限る

（株）マルケー 鳥取市古海365-5 0857-26-3006

　※鳥取地域　合併前の鳥取市　※西部地域　気高・鹿野・青谷地域

6 者業可許業理処物棄廃般一市取鳥 
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２．一般廃棄物処分業許可業者（自分で持ち込む場合）※事前に問い合わせたうえで持ち込んでください。
許可業者名 と　こ　ろ 連絡先 品目の限定等

（有）アセスメントカンパニー 鳥取市港町62-3 0857-32-2542 刈草、剪定くず、木くず、廃プラスチック類、
ガラスくずに限る　

（有）森本組 鳥取市湖山町東二丁目245 0857-31-3337 木くず、剪定くず、廃プラスチック類、が
れき類、ガラスくず、陶磁器くずに限る

千代興業（有） 鳥取市千代水二丁目46 0857-28-7181 木くず、草、剪定くず、廃プラスチック類
に限る

（有）マルヤス産業 鳥取市安長443-8 0857-29-7491 木くず、廃プラスチック類、ガラスくず、
陶磁器くず、がれき類に限る

因幡環境整備（株） 鳥取市用瀬町美成323-1 0858-87-6668 木くず、刈草、剪定枝、廃プラスチック類、
食品廃棄物に限る

（株）原田建設 鳥取市数津62-2 0857-53-4331 木くず、草、剪定くず、廃プラスチック類
に限る　

（株）エコ・ファーム鳥取 鳥取市港町62-1 0857-31-6263 刈草、抜根草に限る

（株）白兎環境開発 鳥取市千代水四丁目40 0857-38-3020

焼却施設・・・可燃物
破砕施設・・・廃プラスチック類、木くず、

、ずく属金、類きれが、ずく定剪、草刈 　
ガラスくず等、紙くず、繊維くず、ゴム
くずに限る

（公財）鳥取市環境事業公社 鳥取市福部町細川543-1 0857-22-8585 生ごみ、汚泥に限る
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鳥取市役所
本庁舎 鳥取市役所駅南庁舎

鳥取県東部環境クリーンセンターリンピアいなば

リンピアいなば

鳥取県東部環境

リファーレンいなば
クリーンセンター

面
方
取
鳥
↑

↓
面
方
頭
智

国
道

線
号

道
車
動
自
取
鳥

道の駅
清流茶屋

河原IC

かわはら

河原インター
山手工業団地

八頭方面→

至米子市

至白兎グラウンドゴルフ場

道の駅
神話の里
白うさぎ

至岩美町

日本海

末恒駅

県道河原インター線
（かわはら八東フルーツライン）

山手トンネル

※自己搬入については
p.20をご覧ください。

リンピアいなば
鳥取市河原町山手925
℡：0857-26-0596（平日）
　  0858-85-3010（土・祝日）
月～金　8:30～16:30
土　　　8:30～12:00

（年始を除く）

鳥取県東部環境クリーンセンター
鳥取市伏野2220
℡：0857-59-1802
月～金 8:30～12:00　13:00～16:00
第2・4土 8:30～11:30
（年末年始・祝日を除く）

河原 IC/PA

鳥取 IC

鳥取南 IC

鳥取西 IC吉岡温泉 IC瑞穂宝木 IC

浜村鹿野
温泉 IC

青谷 IC

用瀬 IC/PA

ひがしこおげ
道
車
動
自
取
鳥

山陰自動車道

白兎養護学校


